
事 務 連 絡 

令和５年１２月２６日 

 

別記団体 御中 

 

厚生労働省医政局総務課 

 

「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための厚生労働省関係

省令の一部を改正する省令」の公布について 

 

 標記については、別添のとおり各都道府県・保健所設置市・特別区宛てに通知

しましたので、これを御了知いただくとともに、貴下団体会員等に対し、周知を

お願いいたします。 

 

  



（別記） 

一般社団法人 日本病院会 

公益社団法人 全日本病院協会 

一般社団法人 日本医療法人協会 

公益社団法人 日本精神科病院協会 

公益社団法人 全国自治体病院協議会 

一般社団法人 国立大学附属病院長会議 

一般社団法人 日本私立医科大学協会 

一般社団法人 全国公私病院連盟 

一般社団法人 日本慢性期医療協会 

社会福祉法人 恩賜財団済生会 

公益社団法人 日本歯科医師会 

公益社団法人 日本薬剤師会 

公益社団法人 日本看護協会 

公益社団法人 日本助産師会 

一般社団法人 日本病院薬剤師会 

一般社団法人 日本精神科看護協会 

公益財団法人 日本訪問看護財団 

日本赤十字社 

国家公務員共済組合連合会 

全国厚生農業協同組合連合会 

社会福祉法人 北海道社会事業協会 

独立行政法人 国立病院機構 

独立行政法人 労働者健康安全機構 

独立行政法人 地域医療機能推進機構 

国立研究開発法人 国立がん研究センター 

国立研究開発法人 国立循環器病研究センター 

国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター 

国立研究開発法人 国立国際医療研究センター 

国立研究開発法人 国立成育医療研究センター 

国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター 

防衛省人事教育局衛生官 

文部科学省高等教育局医学教育課 



 

医政発 1226 第１号 

令和５年１２月２６日 
   都道府県知事 
各  保健所設置市長  殿 

  特別区長 
厚生労働省医政局長 
（ 公 印 省 略 ） 

 
「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための厚生労働省関係省令の一部

を改正する省令」の公布について（通知） 
 
デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための厚生労働省関係省令の一部

を改正する省令（令和５年厚生労働省令第 161号。以下「改正省令」という。）については、

本日、別添のとおり公布・施行されました。 
改正省令の趣旨及び内容は下記のとおりですので、貴職におかれては、これを御了知いた

だくとともに、関係者、関係団体等に対し、周知をお願いいたします。 
 

記 
 
第１ 改正省令の趣旨 

  デジタル臨時行政調査会においては、我が国がデジタル化を図っていく上での指針と
なる「構造改革のためのデジタル原則」（令和３年 12月 24日閣議決定）を踏まえ、「デ
ジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」（令和４年６月３日デジタル臨時行政
調査会決定。以下「一括見直しプラン」という。）及び「デジタル原則を踏まえたアナ
ログ規制の見直しに係る工程表」（令和４年 12 月 21 日デジタル臨時行政調査会決定）

を策定し、これらに基づき、各府省においてアナログ規制の横断的な見直しを進めてい
るところ。 
一括見直しプランにおいては、現行法上、申請や届出の方法について、フロッピーデ

ィスク等の特定の記録媒体の使用を定める規定が数多く存在し、手続きのオンライン化
等の妨げとなっている状況があることを踏まえ、新たな情報通信技術の導入・活用に円
滑に対応できるよう、当該規定の見直しを行うことが定められた。 
これを踏まえ、改正省令においては、厚生労働省が所管する省令のうち、一括見直し

プランにおいて見直しが必要とされているものであって、「フレキシブルディスク」、
「シー・ディー・ロム」といった特定の記録媒体の使用を定めるものについて、所要の
改正を行う。 

 
第２ 改正省令の内容 
   医療法施行規則（昭和 23 年厚生省令第 50 号）第１条の３第２項第２号について、

「シー・ディー・ロム」を削除すること（改正省令第４条関係）。なお、具体の媒体名
を定めるものについて、当該媒体でなければ使用することができないとの誤解を招かな
いよう削除したもの。今後とも、CD-ROM を含め一定の事項を確実に記憶しておくこと
ができる媒体であれば使用して差し支えない。 

 
第３ 施行期日等 
   公 布 日：令和５年 12月 26日 
   施行期日：公布日 



デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
を
図
る
た
め
の
規
制
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
栄
養
士
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

栄
養
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報
〇
厚
生
労
働
省
令
第
百
六
十
一
号

栄
養
士
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
三
十
一
号
）
及
び
関
係
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
関
係
法
令
を
実
施
す
る
た
め
、
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
を
図
る
た
め
の
規
制
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
十
二
月
二
十
六
日

厚
生
労
働
大
臣

武
見

敬
三





（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

第
一
章
〜
第
三
章

（
略
）

第
一
章
〜
第
三
章

（
略
）

第
四
章

雑
則
（
第
二
十
条
の
二

第
二
十
二
条
）

第
四
章

雑
則
（
第
二
十
条
の
二

第
二
十
四
条
）

附
則

附
則

（
電
磁
的
記
録
媒
体
に
よ
る
手
続
）

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
よ
る
手
続
）

第
二
十
一
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し

た
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の

を
い
う
。）に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）並
び
に
申
請
者
又
は
届
出
者
の
氏
名
及
び
住
所

並
び
に
申
請
又
は
届
出
の
趣
旨
及
び
そ
の
年
月
日
を
記
載
し
た
書
類
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
こ
と
が

で
き
る
。

第
二
十
一
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し

た
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
並
び
に
申
請
者
又
は
届
出
者
の
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
申
請
又
は
届
出
の
趣
旨
及

び
そ
の
年
月
日
を
記
載
し
た
書
類
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一
〜
九

（
略
）

一
〜
九

（
略
）

２

令
第
三
条
第
一
項
、
第
四
条
第
一
項
、
第
五
条
第
一
項
及
び
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
つ
い
て

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
電
磁
的
記
録
媒
体
及
び
書
類
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２

令
第
三
条
第
一
項
、
第
四
条
第
一
項
、
第
五
条
第
一
項
及
び
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
つ
い
て

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
及
び
書
類
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
こ
と
が
で
き

る
。

一

当
該
申
請
に
係
る
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
媒
体

一

当
該
申
請
に
係
る
事
項
を
記
録
し
た
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
の
構
造
）

（
削
る
）

第
二
十
二
条

前
条
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
は
、
産
業
標
準
化
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）

に
基
づ
く
日
本
産
業
規
格
（
以
下
「
日
本
産
業
規
格
」
と
い
う
。）Ｘ
六
二
二
三
号
に
適
合
す
る
九
十
ミ
リ
メ
ー

ト
ル
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
へ
の
記
録
方
式
）

（
削
る
）

第
二
十
三
条

第
二
十
一
条
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
へ
の
記
録
は
、
次
に
掲
げ
る
方
式
に
従
つ
て
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一

ト
ラ
ッ
ク
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
、
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年

法
律
第
三
十
三
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
工
業
標
準
化
法
に
基
づ
く
日
本
工
業
規
格
Ｘ
六
二
二

四
号
又
は
日
本
産
業
規
格
Ｘ
六
二
二
五
号
に
規
定
す
る
方
式

二

ボ
リ
ュ
ー
ム
及
び
フ
ァ
イ
ル
構
成
に
つ
い
て
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｘ
〇
六
〇
五
号
に
規
定
す
る
方
式

（
電
磁
的
記
録
媒
体
に
貼
り
付
け
る
書
面
）

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
貼
り
付
け
る
書
面
）

第
二
十
二
条

前
条
の
電
磁
的
記
録
媒
体
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
又
は
記
載
し
た
書
面
を
貼
り
付

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
四
条

第
二
十
一
条
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｘ
六
二
二
三
号
に
規
定
す
る
ラ

ベ
ル
領
域
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
貼
り
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
予
防
接
種
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

予
防
接
種
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
電
磁
的
記
録
媒
体
等
に
よ
る
手
続
）

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
等
に
よ
る
手
続
）

第
十
一
条
の
二
十
七

次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
を

記
録
し
た
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認

識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ

る
も
の
を
い
う
。）に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。）並
び
に
請
求
者
又
は
届
出
者
の
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
請
求
又

は
届
出
の
趣
旨
及
び
そ
の
年
月
日
を
記
載
し
た
書
類
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
一
条
の
二
十
七

次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
を

記
録
し
た
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
並
び
に
請
求
者
又
は
届
出
者
の
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
請
求
又
は
届
出
の

趣
旨
及
び
そ
の
年
月
日
を
記
載
し
た
書
類
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一
〜
二
十
四

（
略
）

一
〜
二
十
四

（
略
）

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報



（
消
費
生
活
協
同
組
合
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

消
費
生
活
協
同
組
合
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
大
蔵
省
令
、
法
務
庁
令
、
厚
生
省
令
、
農
林
省
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
共
済
契
約
の
締
結
又
は
募
集
に
関
す
る
禁
止
行
為
）

（
共
済
契
約
の
締
結
又
は
募
集
に
関
す
る
禁
止
行
為
）

第
十
八
条

（
略
）

第
十
八
条

（
略
）

２

労
働
金
庫
で
あ
る
共
済
代
理
店
は
、
前
項
第
八
号
及
び
第
九
号
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
交
付
に
代
え
て
、
第

五
項
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
顧
客
の
承
諾
を
得
て
、
当
該
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電
子
情
報
処

理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
（
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
「
電
磁
的
方
法
」
と
い
う
。）に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当

該
労
働
金
庫
で
あ
る
共
済
代
理
店
は
、
当
該
書
面
の
交
付
を
し
た
も
の
と
み
な
す
。

２

労
働
金
庫
で
あ
る
共
済
代
理
店
は
、
前
項
第
八
号
及
び
第
九
号
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
交
付
に
代
え
て
、
第

五
項
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
顧
客
の
承
諾
を
得
て
、
当
該
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電
子
情
報
処

理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
（
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
「
電
磁
的
方
法
」
と
い
う
。）に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当

該
労
働
金
庫
で
あ
る
共
済
代
理
店
は
、
当
該
書
面
の
交
付
を
し
た
も
の
と
み
な
す
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る

も
の
を
い
う
。
第
五
十
一
条
に
お
い
て
同
じ
。）に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）を
も
つ
て
調
製
す

る
フ
ァ
イ
ル
に
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に

記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た

も
の
を
交
付
す
る
方
法

３
〜
６

（
略
）

３
〜
６

（
略
）

（
共
済
契
約
の
申
込
み
の
撤
回
等
に
係
る
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
）

（
共
済
契
約
の
申
込
み
の
撤
回
等
に
係
る
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
）

第
二
十
条

法
第
十
二
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
保
険
業
法
第
三
百
九
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

第
二
十
条

法
第
十
二
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
保
険
業
法
第
三
百
九
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

電
磁
的
記
録
媒
体
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付

す
る
方
法

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に

記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た

も
の
を
交
付
す
る
方
法

２
〜
４

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

（
削
る
）

第
十
一
条
の
二
十
八

前
条
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
は
、
産
業
標
準
化
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十

五
号
）
に
基
づ
く
日
本
産
業
規
格
（
以
下
「
日
本
産
業
規
格
」
と
い
う
。）Ｘ
六
二
二
三
号
に
適
合
す
る
九
十
ミ

リ
メ
ー
ト
ル
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
削
る
）

第
十
一
条
の
二
十
九

第
十
一
条
の
二
十
七
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
へ
の
記
録
は
、
次
に
掲
げ
る
方
式
に

従
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

ト
ラ
ッ
ク
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
、
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年

法
律
第
三
十
三
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
工
業
標
準
化
法
に
基
づ
く
日
本
工
業
規
格
Ｘ
六
二
二

四
号
又
は
日
本
産
業
規
格
Ｘ
六
二
二
五
号
に
規
定
す
る
方
式

二

ボ
リ
ュ
ー
ム
及
び
フ
ァ
イ
ル
構
成
に
つ
い
て
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｘ
〇
六
〇
五
号
に
規
定
す
る
方
式

第
十
一
条
の
二
十
八

前
条
の
電
磁
的
記
録
媒
体
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
又
は
記
載
し
た
書
面
を

貼
り
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
一
条
の
三
十

第
十
一
条
の
二
十
七
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｘ
六
二
二
三
号
に

規
定
す
る
ラ
ベ
ル
領
域
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
貼
り
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
住
民
票
等
の
届
出
）

（
住
民
票
等
の
届
出
）

第
十
一
条
の
二
十
九

（
略
）

第
十
一
条
の
三
十
一

（
略
）

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



（
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
し
た
提
供
）

（
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
し
た
提
供
）

第
二
十
九
条

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
二
第
四
項
（
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
三
第

十
二
項
（
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
四
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
三
十
四

条
の
四
第
三
項
、第
三
十
七
条
の
三
第
二
項
及
び
第
三
十
七
条
の
四
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
九
条

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
二
第
四
項
（
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
三
第

十
二
項
（
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
四
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
三
十
四

条
の
四
第
三
項
、第
三
十
七
条
の
三
第
二
項
及
び
第
三
十
七
条
の
四
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

電
磁
的
記
録
媒
体
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
記
載
事
項
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に

記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
記
載
事
項
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す

る
方
法

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
し
た
同
意
の
取
得
）

（
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
し
た
同
意
の
取
得
）

第
三
十
条
の
三

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
二
第
十
二
項
（
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の

三
第
三
項
（
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
四
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次

に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

第
三
十
条
の
三

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
二
第
十
二
項
（
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の

三
第
三
項
（
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
四
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次

に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

電
磁
的
記
録
媒
体
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
同
意
に
関
す
る
事
項
を
記
録
し
た
も
の
を
得
る
方
法

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に

記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
同
意
に
関
す
る
事
項
を
記
録
し
た
も
の

を
得
る
方
法

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
貸
付
事
業
の
運
営
に
関
す
る
措
置
）

（
貸
付
事
業
の
運
営
に
関
す
る
措
置
）

第
五
十
一
条

法
第
十
三
条
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
措
置
と
す
る
。

第
五
十
一
条

法
第
十
三
条
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
措
置
と
す
る
。

一
〜
十
九

（
略
）

一
〜
十
九

（
略
）

二
十

貸
付
け
の
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

と
き
は
、
前
号
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
行
う
に
際
し
、
資
金
需
要
者
で
あ
る
組
合
員
か
ら
源
泉
徴
収
票
（
所

得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
二
百
二
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
源
泉
徴
収
票
を
い
う
。

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）そ
の
他
の
当
該
組
合
員
の
収
入
又
は
収
益
そ
の
他
の
資
力
を
明
ら
か
に
す
る

事
項
を
記
載
し
、
又
は
記
録
し
た
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
の
提
出
又
は
提
供
を
受
け
る
た
め
の
措
置
（
た
だ

し
、
組
合
が
既
に
当
該
組
合
員
の
源
泉
徴
収
票
そ
の
他
の
当
該
組
合
員
の
収
入
又
は
収
益
そ
の
他
の
資
力
を

明
ら
か
に
す
る
事
項
を
記
載
し
、
又
は
記
録
し
た
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
の
提
出
又
は
提
供
を
受
け
て
い
る

場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。）

二
十

貸
付
け
の
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

と
き
は
、
前
号
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
行
う
に
際
し
、
資
金
需
要
者
で
あ
る
組
合
員
か
ら
源
泉
徴
収
票
（
所

得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
二
百
二
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
源
泉
徴
収
票
を
い
う
。

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）そ
の
他
の
当
該
組
合
員
の
収
入
又
は
収
益
そ
の
他
の
資
力
を
明
ら
か
に
す
る

事
項
を
記
載
し
、
又
は
記
録
し
た
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚

に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処

理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）の
提
出
又
は
提
供
を
受
け
る
た
め
の
措

置
（
た
だ
し
、
組
合
が
既
に
当
該
組
合
員
の
源
泉
徴
収
票
そ
の
他
の
当
該
組
合
員
の
収
入
又
は
収
益
そ
の
他

の
資
力
を
明
ら
か
に
す
る
事
項
を
記
載
し
、
又
は
記
録
し
た
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
の
提
出
又
は
提
供
を
受

け
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。）

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

二
十
一
〜
五
十
七

（
略
）

二
十
一
〜
五
十
七

（
略
）

２
〜
13

（
略
）

２
〜
13

（
略
）

（
電
磁
的
記
録
）

（
電
磁
的
記
録
）

第
五
十
四
条

法
第
二
十
五
条
の
二
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
電
磁
的
記

録
媒
体
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
情
報
を
記
録
し
た
も
の
と
す
る
。

第
五
十
四
条

法
第
二
十
五
条
の
二
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
磁
気
デ
ィ

ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
情
報
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く

こ
と
が
で
き
る
物
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
情
報
を
記
録
し
た
も
の
と
す
る
。

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報



（
電
磁
的
方
法
に
よ
る
通
知
の
承
諾
等
）

（
電
磁
的
方
法
に
よ
る
通
知
の
承
諾
等
）

第
百
五
十
六
条

法
第
三
十
八
条
第
二
項
（
法
第
四
十
七
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定

に
よ
り
電
磁
的
方
法
に
よ
り
通
知
を
発
し
よ
う
と
す
る
者
（
次
項
に
お
い
て
「
通
知
発
出
者
」
と
い
う
。）は
、

次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
通
知
の
相
手
方
に
対
し
、
そ
の
用
い
る
電
磁
的
方

法
の
種
類
及
び
内
容
を
示
し
、
書
面
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
る
承
諾
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
五
十
六
条

法
第
三
十
八
条
第
二
項
（
法
第
四
十
七
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定

に
よ
り
電
磁
的
方
法
に
よ
り
通
知
を
発
し
よ
う
と
す
る
者
（
次
項
に
お
い
て
「
通
知
発
出
者
」
と
い
う
。）は
、

次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
通
知
の
相
手
方
に
対
し
、
そ
の
用
い
る
電
磁
的
方

法
の
種
類
及
び
内
容
を
示
し
、
書
面
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
る
承
諾
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

次
に
掲
げ
る
方
法
の
う
ち
、
送
信
者
が
使
用
す
る
も
の

一

次
に
掲
げ
る
方
法
の
う
ち
、
送
信
者
が
使
用
す
る
も
の

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

電
磁
的
記
録
媒
体
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
情
報
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

ロ

磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
情
報
を
確
実

に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
情
報
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す

る
方
法

二

（
略
）

二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
共
済
事
業
を
行
う
組
合
と
特
殊
の
関
係
に
あ
る
者
に
該
当
す
る
保
険
会
社
の
顧
客
に
関
す
る
非
公
開
情
報
の

取
扱
い
）

（
共
済
事
業
を
行
う
組
合
と
特
殊
の
関
係
に
あ
る
者
に
該
当
す
る
保
険
会
社
の
顧
客
に
関
す
る
非
公
開
情
報
の

取
扱
い
）

第
百
七
十
三
条

（
略
）

第
百
七
十
三
条

（
略
）

２

前
項
の
組
合
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
顧
客
の
書
面
に
よ
る
同
意
に
代
え
て
、
当
該
顧
客
の
承
諾
を
得
て
、

当
該
顧
客
の
同
意
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で

あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
電
磁
的
方
法
」と
い
う
。）に
よ
り
得
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
顧
客
の
同
意
を
電
磁
的
方
法
に
よ
り
得
た
組
合
は
、
当
該
顧
客
の
書
面
に
よ
る
同

意
を
得
た
も
の
と
み
な
す
。

２

前
項
の
組
合
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
顧
客
の
書
面
に
よ
る
同
意
に
代
え
て
、
当
該
顧
客
の
承
諾
を
得
て
、

当
該
顧
客
の
同
意
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で

あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
電
磁
的
方
法
」と
い
う
。）に
よ
り
得
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
顧
客
の
同
意
を
電
磁
的
方
法
に
よ
り
得
た
組
合
は
、
当
該
顧
客
の
書
面
に
よ
る
同

意
を
得
た
も
の
と
み
な
す
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

電
磁
的
記
録
媒
体
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
顧
客
の
同
意
に
関
す
る
事
項
を
記
録
し
た
も
の
を
得

る
方
法

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に

記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
顧
客
の
同
意
に
関
す
る
事
項
を
記
録
し

た
も
の
を
得
る
方
法

３
〜
６

（
略
）

３
〜
６

（
略
）

（
利
用
分
量
割
戻
金
）

（
利
用
分
量
割
戻
金
）

第
二
百
七
条

（
略
）

第
二
百
七
条

（
略
）

２

組
合
は
、
定
款
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
領
収
書
等
の
交
付
に
代
え
て
、
第
五
項
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
組
合
員
の
承
諾
を
得
て
、
当
該
領
収
書
等
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電
子
情
報
処

理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
（
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
「
電
磁
的
方
法
」
と
い
う
。）に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当

該
組
合
は
、
当
該
領
収
書
等
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
す
。

２

組
合
は
、
定
款
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
領
収
書
等
の
交
付
に
代
え
て
、
第
五
項
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
組
合
員
の
承
諾
を
得
て
、
当
該
領
収
書
等
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電
子
情
報
処

理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
（
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
「
電
磁
的
方
法
」
と
い
う
。）に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当

該
組
合
は
、
当
該
領
収
書
等
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
す
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

電
磁
的
記
録
媒
体
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
領
収
書
等
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
も

の
を
交
付
す
る
方
法

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に

記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
領
収
書
等
に
記
載
す
べ
き
事
項
を

記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

３
〜
12

（
略
）

３
〜
12

（
略
）

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



（
医
療
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

医
療
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

第
一
条
の
三

（
略
）

第
一
条
の
三

（
略
）

２

法
第
六
条
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

法
第
六
条
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記
憶
し
て
お
く
こ
と
が
で
き

る
も
の
（
以
下
「
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
」
と
い
う
。）を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
別
表
第
一
に
掲
げ
る
事

項
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に

記
憶
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
も
の
（
以
下
「
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
」
と
い
う
。）を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ

ル
に
別
表
第
一
に
掲
げ
る
事
項
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

（
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
厚
生
省
令
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
電
磁
的
記
録
媒
体
に
よ
る
手
続
）

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
よ
る
手
続
）

第
十
三
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た

電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を

い
う
。）に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。）並
び
に
申
請
者
又
は
届
出
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並
び

に
申
請
又
は
届
出
の
趣
旨
及
び
そ
の
年
月
日
を
記
載
し
た
書
類
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
こ
と
が
で
き

る
。

第
十
三
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た

フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
並
び
に
申
請
者
又
は
届
出
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
申
請
又

は
届
出
の
趣
旨
及
び
そ
の
年
月
日
を
記
載
し
た
書
類
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一
〜
八

（
略
）

一
〜
八

（
略
）

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
の
構
造
）

（
削
る
）

第
十
四
条

前
条
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
は
、
産
業
標
準
化
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
に

基
づ
く
日
本
産
業
規
格
（
以
下
「
日
本
産
業
規
格
」
と
い
う
。）Ｘ
六
二
二
三
号
に
適
合
す
る
九
十
ミ
リ
メ
ー
ト

ル
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
へ
の
記
録
方
式
）

（
削
る
）

第
十
五
条

第
十
三
条
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
へ
の
記
録
は
、
次
に
掲
げ
る
方
式
に
従
つ
て
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一

ト
ラ
ッ
ク
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
、
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年

法
律
第
三
十
三
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
工
業
標
準
化
法
に
基
づ
く
日
本
工
業
規
格
Ｘ
六
二
二

四
号
又
は
日
本
産
業
規
格
Ｘ
六
二
二
五
号
に
規
定
す
る
方
式

二

ボ
リ
ュ
ー
ム
及
び
フ
ァ
イ
ル
構
成
に
つ
い
て
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｘ
〇
六
〇
五
号
に
規
定
す
る
方
式

（
電
磁
的
記
録
媒
体
に
貼
り
付
け
る
書
面
）

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
貼
り
付
け
る
書
面
）

第
十
四
条

前
条
の
電
磁
的
記
録
媒
体
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
又
は
記
載
し
た
書
面
を
貼
り
付
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
六
条

第
十
三
条
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｘ
六
二
二
三
号
に
規
定
す
る
ラ
ベ
ル

領
域
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
貼
り
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報



（
狂
犬
病
予
防
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
条

狂
犬
病
予
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
厚
生
省
令
第
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
電
磁
的
記
録
媒
体
に
よ
る
手
続
）

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
よ
る
手
続
）

第
十
八
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た

電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を

い
う
。）に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。）並
び
に
申
請
者
又
は
届
出
者
の
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
申
請
又
は
届
出
の

趣
旨
及
び
そ
の
年
月
日
を
記
載
し
た
書
類
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
八
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た

フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
並
び
に
申
請
者
又
は
届
出
者
の
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
申
請
又
は
届
出
の
趣
旨
及
び

そ
の
年
月
日
を
記
載
し
た
書
類
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一
〜
七

（
略
）

一
〜
七

（
略
）

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
の
構
造
）

（
削
る
）

第
十
九
条

前
条
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｘ
六
二
二
三
号
に
適
合
す
る
九
十
ミ
リ
メ
ー

ト
ル
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
へ
の
記
録
方
式
）

（
削
る
）

第
二
十
条

第
十
八
条
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
へ
の
記
録
は
、
次
に
掲
げ
る
方
式
に
従
つ
て
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一

ト
ラ
ッ
ク
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｘ
六
二
二
四
号
又
は
日
本
産
業
規
格
Ｘ
六
二
二

五
号
に
規
定
す
る
方
式

二

ボ
リ
ュ
ー
ム
及
び
フ
ァ
イ
ル
構
成
に
つ
い
て
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｘ
〇
六
〇
五
号
に
規
定
す
る
方
式

（
電
磁
的
記
録
媒
体
に
貼
り
付
け
る
書
面
）

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
貼
り
付
け
る
書
面
）

第
十
九
条

前
条
の
電
磁
的
記
録
媒
体
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
又
は
記
載
し
た
書
面
を
貼
り
付
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
一
条

第
十
八
条
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｘ
六
二
二
三
号
に
規
定
す
る
ラ
ベ

ル
領
域
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
貼
り
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
社
会
福
祉
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
七
条

社
会
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
厚
生
省
令
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
電
磁
的
記
録
媒
体
に
よ
る
手
続
）

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
よ
る
手
続
）

第
四
十
一
条

次
に
掲
げ
る
書
類
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
電
磁

的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。）並
び
に
申
請
者
又
は
届
出
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事

務
所
の
所
在
地
並
び
に
申
請
又
は
届
出
の
趣
旨
及
び
そ
の
年
月
日
を
記
載
し
た
書
類
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ

て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
十
一
条

次
に
掲
げ
る
書
類
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
フ
レ

キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
並
び
に
申
請
者
又
は
届
出
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
申
請
又
は
届

出
の
趣
旨
及
び
そ
の
年
月
日
を
記
載
し
た
書
類
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一
〜
二
十

（
略
）

一
〜
二
十

（
略
）

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
の
構
造
）

（
削
る
）

第
四
十
二
条

前
条
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
は
、
産
業
標
準
化
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）

に
基
づ
く
日
本
産
業
規
格
（
以
下
「
日
本
産
業
規
格
」
と
い
う
。）Ｘ
六
二
二
三
号
に
適
合
す
る
九
十
ミ
リ
メ
ー

ト
ル
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
へ
の
記
録
方
式
）

（
削
る
）

第
四
十
三
条

第
四
十
一
条
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
へ
の
記
録
は
、
次
に
掲
げ
る
方
式
に
従
つ
て
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一

ト
ラ
ッ
ク
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
、
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年

法
律
第
三
十
三
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
工
業
標
準
化
法
に
基
づ
く
日
本
工
業
規
格
Ｘ
六
二
二

四
号
又
は
日
本
産
業
規
格
Ｘ
六
二
二
五
号
に
規
定
す
る
方
式

二

ボ
リ
ュ
ー
ム
及
び
フ
ァ
イ
ル
構
成
に
つ
い
て
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｘ
〇
六
〇
五
号
に
規
定
す
る
方
式

（
電
磁
的
記
録
媒
体
に
貼
り
付
け
る
書
面
）

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
貼
り
付
け
る
書
面
）

第
四
十
二
条

前
条
の
電
磁
的
記
録
媒
体
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
又
は
記
載
し
た
書
面
を
貼
り
付

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
十
四
条

第
四
十
一
条
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｘ
六
二
二
三
号
に
規
定
す
る
ラ

ベ
ル
領
域
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
貼
り
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
覚
醒
剤
取
締
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
八
条

覚
醒
剤
取
締
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
厚
生
省
令
第
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
）

（
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
）

第
四
条
の
二

法
第
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、次
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

第
四
条
の
二

法
第
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、次
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る

も
の
を
い
う
。）に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。）を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
を

記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に

記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た

も
の
を
交
付
す
る
方
法

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

第
四
条
の
三

法
第
十
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
電
磁
的
記
録
は
、
前
条
第
一
項
第
一

号
に
掲
げ
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
記
録
さ
れ
た
も
の
又
は
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
電

磁
的
記
録
媒
体
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
も
の
を
い
う
。

第
四
条
の
三

法
第
十
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
電
磁
的
記
録
は
、
前
条
第
一
項
第
一

号
に
掲
げ
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
又
は
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・

デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
記
録
さ
れ
た
も
の
を
い
う
。

（
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
九
条

麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
厚
生
省
令
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
）

（
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
）

第
十
二
条
の
二

法
第
三
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
と

す
る
。

第
十
二
条
の
二

法
第
三
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
と

す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る

も
の
を
い
う
。）に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。）を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
を

記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に

記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た

も
の
を
交
付
す
る
方
法

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

第
十
二
条
の
三

法
第
三
十
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
電
磁
的
記
録
は
、
前
条
第
一
項

第
一
号
に
掲
げ
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
記
録
さ
れ
た
も
の
又
は
同
項
第
二
号
に
掲
げ

る
電
磁
的
記
録
媒
体
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
も
の
を
い
う
。

第
十
二
条
の
三

法
第
三
十
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
電
磁
的
記
録
は
、
前
条
第
一
項

第
一
号
に
掲
げ
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
又
は
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
磁
気
デ
ィ
ス
ク
、

シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
記
録
さ
れ
た
も
の
を
い
う
。

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報



（
患
者
調
査
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
条

患
者
調
査
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
厚
生
省
令
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
電
磁
的
記
録
媒
体
に
は
り
付
け
る
書
面
）

（
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
に
は
り
付
け
る
書
面
）

第
十
五
条

前
条
の
電
磁
的
記
録
に
係
る
記
録
媒
体
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
は
り
付
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
五
条

前
条
の
電
磁
的
記
録
を
保
存
す
る
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
（
磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ
の

他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
い
う
。）に
は
、

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
は
り
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
〜
四

（
略
）

一
〜
四

（
略
）

（
公
衆
衛
生
修
学
資
金
貸
与
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条

公
衆
衛
生
修
学
資
金
貸
与
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
厚
生
省
令
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
電
磁
的
記
録
媒
体
に
よ
る
手
続
）

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
よ
る
手
続
）

第
十
二
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た

電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を

い
う
。）に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。）並
び
に
申
請
者
又
は
提
出
者
の
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
申
請
又
は
提
出
の

趣
旨
及
び
そ
の
年
月
日
を
記
載
し
た
書
類
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
二
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た

フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
並
び
に
申
請
者
又
は
提
出
者
の
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
申
請
又
は
提
出
の
趣
旨
及
び

そ
の
年
月
日
を
記
載
し
た
書
類
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一
〜
五

（
略
）

一
〜
五

（
略
）

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
の
構
造
）

（
削
る
）

第
十
三
条

前
条
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｘ
六
二
二
三
号
に
適
合
す
る
九
十
ミ
リ
メ
ー

ト
ル
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
へ
の
記
録
方
式
）

（
削
る
）

第
十
四
条

第
十
二
条
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
へ
の
記
録
は
、
次
に
掲
げ
る
方
式
に
従
つ
て
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一

ト
ラ
ッ
ク
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｘ
六
二
二
四
号
又
は
日
本
産
業
規
格
Ｘ
六
二
二

五
号
に
規
定
す
る
方
式

二

ボ
リ
ュ
ー
ム
及
び
フ
ァ
イ
ル
構
成
に
つ
い
て
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｘ
〇
六
〇
五
号
に
規
定
す
る
方
式

（
電
磁
的
記
録
媒
体
に
貼
り
付
け
る
書
面
）

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
貼
り
付
け
る
書
面
）

第
十
三
条

前
条
の
電
磁
的
記
録
媒
体
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
又
は
記
載
し
た
書
面
を
貼
り
付
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
五
条

第
十
二
条
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｘ
六
二
二
三
号
に
規
定
す
る
ラ
ベ
ル

領
域
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
貼
り
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
生
活
衛
生
関
係
営
業
の
運
営
の
適
正
化
及
び
振
興
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
二
条

生
活
衛
生
関
係
営
業
の
運
営
の
適
正
化
及
び
振
興
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
厚
生
省
令
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

第
一
章
〜
第
六
章

（
略
）

第
一
章
〜
第
六
章

（
略
）

第
七
章

雑
則
（
第
二
十
九
条

第
三
十
一
条
）

第
七
章

雑
則
（
第
二
十
九
条

第
三
十
三
条
）

附
則

附
則

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



（
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
）

（
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
）

第
五
条
の
十
四

法
第
十
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
と
す

る
。

第
五
条
の
十
四

法
第
十
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
と
す

る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る

も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
第
三
十
条
に
お
い
て
同
じ
。）を
も
つ
て
調
製
す
る

フ
ァ
イ
ル
に
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に

記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た

も
の
を
交
付
す
る
方
法

（
創
立
総
会
の
議
事
録
）

（
創
立
総
会
の
議
事
録
）

第
五
条
の
十
六

（
略
）

第
五
条
の
十
六

（
略
）

２

創
立
総
会
の
議
事
録
は
、
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
を
も
つ
て
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

創
立
総
会
の
議
事
録
は
、
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
（
法
第
三
十
六
条
第
四
項
に
規
定
す
る
電
磁
的
記
録
を
い

う
。
以
下
同
じ
。）を
も
つ
て
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

（
略
）

３

（
略
）

（
電
磁
的
記
録
媒
体
に
よ
る
手
続
）

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
よ
る
手
続
）

第
三
十
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た

電
磁
的
記
録
媒
体
並
び
に
申
請
者
、
届
出
者
又
は
申
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
申
請
、
届
出
又
は
申
出
の

趣
旨
及
び
そ
の
年
月
日
を
記
載
し
た
書
類
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た

フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
並
び
に
申
請
者
、
届
出
者
又
は
申
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
申
請
、
届
出
又
は

申
出
の
趣
旨
及
び
そ
の
年
月
日
を
記
載
し
た
書
類
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一
〜
七

（
略
）

一
〜
七

（
略
）

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
の
構
造
）

（
削
る
）

第
三
十
一
条

前
条
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
は
、
産
業
標
準
化
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）

に
基
づ
く
日
本
産
業
規
格
（
以
下
「
日
本
産
業
規
格
」
と
い
う
。）Ｘ
六
二
二
三
号
に
適
合
す
る
九
十
ミ
リ
メ
ー

ト
ル
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
へ
の
記
録
方
式
）

（
削
る
）

第
三
十
二
条

第
三
十
条
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
へ
の
記
録
は
、
次
に
掲
げ
る
方
式
に
従
つ
て
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一

ト
ラ
ッ
ク
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
、
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年

法
律
第
三
十
三
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
工
業
標
準
化
法
に
基
づ
く
日
本
工
業
規
格
Ｘ
六
二
二

四
号
又
は
日
本
産
業
規
格
Ｘ
六
二
二
五
号
に
規
定
す
る
方
式

二

ボ
リ
ュ
ー
ム
及
び
フ
ァ
イ
ル
構
成
に
つ
い
て
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｘ
〇
六
〇
五
号
に
規
定
す
る
方
式

（
電
磁
的
記
録
媒
体
に
貼
り
付
け
る
書
面
）

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
貼
り
付
け
る
書
面
）

第
三
十
一
条

前
条
の
電
磁
的
記
録
媒
体
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
又
は
記
載
し
た
書
面
を
貼
り
付

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
三
条

第
三
十
条
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｘ
六
二
二
三
号
に
規
定
す
る
ラ
ベ

ル
領
域
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
貼
り
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
調
理
師
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
三
条

調
理
師
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
厚
生
省
令
第
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

第
一
章
〜
第
三
章

（
略
）

第
一
章
〜
第
三
章

（
略
）

第
四
章

雑
則
（
第
二
十
七
条
・
第
二
十
八
条
）

第
四
章

雑
則
（
第
二
十
七
条

第
三
十
条
）

附
則

附
則

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報



（
電
磁
的
記
録
媒
体
に
よ
る
手
続
）

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
よ
る
手
続
）

第
二
十
七
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し

た
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の

を
い
う
。）に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）並
び
に
申
請
者
又
は
届
出
者
の
氏
名
及
び
住
所

並
び
に
申
請
又
は
届
出
の
趣
旨
及
び
そ
の
年
月
日
を
記
載
し
た
書
類
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
こ
と
が

で
き
る
。

第
二
十
七
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し

た
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
並
び
に
申
請
者
又
は
届
出
者
の
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
申
請
又
は
届
出
の
趣
旨
及

び
そ
の
年
月
日
を
記
載
し
た
書
類
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一
〜
四

（
略
）

一
〜
四

（
略
）

２

第
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
電
磁
的
記
録
媒
体
及
び
書
類

を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２

第
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
及

び
書
類
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一

当
該
届
出
に
係
る
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
媒
体

一

当
該
届
出
に
係
る
事
項
を
記
録
し
た
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク

二

（
略
）

二

（
略
）

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
の
構
造
）

（
削
る
）

第
二
十
八
条

前
条
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
は
、
産
業
標
準
化
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）

に
基
づ
く
日
本
産
業
規
格
（
以
下
「
日
本
産
業
規
格
」
と
い
う
。）Ｘ
六
二
二
三
号
に
適
合
す
る
九
十
ミ
リ
メ
ー

ト
ル
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
へ
の
記
録
方
式
）

（
削
る
）

第
二
十
九
条

第
二
十
七
条
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
へ
の
記
録
は
、
次
に
掲
げ
る
方
式
に
従
つ
て
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一

ト
ラ
ッ
ク
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
、
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年

法
律
第
三
十
三
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
工
業
標
準
化
法
に
基
づ
く
日
本
工
業
規
格
Ｘ
六
二
二

四
号
又
は
日
本
産
業
規
格
Ｘ
六
二
二
五
号
に
規
定
す
る
方
式

二

ボ
リ
ュ
ー
ム
及
び
フ
ァ
イ
ル
構
成
に
つ
い
て
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｘ
〇
六
〇
五
号
に
規
定
す
る
方
式

（
電
磁
的
記
録
媒
体
に
貼
り
付
け
る
書
面
）

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
貼
り
付
け
る
書
面
）

第
二
十
八
条

前
条
の
電
磁
的
記
録
媒
体
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
又
は
記
載
し
た
書
面
を
貼
り
付

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
条

第
二
十
七
条
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｘ
六
二
二
三
号
に
規
定
す
る
ラ
ベ

ル
領
域
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
貼
り
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
四
条

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
厚
生
省
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

第
一
章
〜
第
十
三
章

（
略
）

第
一
章
〜
第
十
三
章

（
略
）

第
十
四
章

雑
則
（
第
二
百
五
十
四
条

第
二
百
八
十
五
条
）

第
十
四
章

雑
則
（
第
二
百
五
十
四
条

第
二
百
八
十
八
条
）

附
則

附
則

（
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
）

（
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
）

第
十
一
条
の
五

（
略
）

第
十
一
条
の
五

（
略
）

２

法
第
八
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
の
方
法
と
す
る
。

２

法
第
八
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
の
方
法
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
第
二

百
七
条
を
除
き
、
以
下
同
じ
。）に
記
録
さ
れ
た
情
報
の
内
容
を
出
力
装
置
の
映
像
面
に
表
示
す
る
方
法

三

電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
情
報
の
内
容
を
出
力
装
置
の
映
像
面
に
表
示
す
る
方
法

四

電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ

ル
に
情
報
の
内
容
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

四

磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
情
報
を
確
実
に

記
憶
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
情
報
の
内
容
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付

す
る
方
法

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



（
設
置
に
係
る
管
理
に
関
す
る
文
書
）

（
設
置
に
係
る
管
理
に
関
す
る
文
書
）

第
百
十
四
条
の
五
十
五

（
略
）

第
百
十
四
条
の
五
十
五

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

設
置
管
理
医
療
機
器
の
製
造
販
売
業
者
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
設
置
管
理
基
準
書
の
交
付
に
代
え
て
、

第
七
項
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
当
該
設
置
管
理
基
準
書
の
交
付
を
受
け
る
べ
き
者

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
受
託
者
等
」
と
い
う
。）の
承
諾
を
得
て
、
当
該
設
置
管
理
基
準
書
に
記
載
す
べ
き

事
項
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
つ
て
次
に

掲
げ
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
電
磁
的
方
法
」
と
い
う
。）に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
設
置
管
理
医
療
機
器
の
製
造
販
売
業
者
は
、
当
該
設
置
管
理
基
準
書
の
交
付
を
行
つ
た
も
の

と
み
な
す
。

４

設
置
管
理
医
療
機
器
の
製
造
販
売
業
者
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
設
置
管
理
基
準
書
の
交
付
に
代
え
て
、

第
七
項
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
当
該
設
置
管
理
基
準
書
の
交
付
を
受
け
る
べ
き
者

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
受
託
者
等
」
と
い
う
。）の
承
諾
を
得
て
、
当
該
設
置
管
理
基
準
書
に
記
載
す
べ
き

事
項
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
つ
て
次
に

掲
げ
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
電
磁
的
方
法
」
と
い
う
。）に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
設
置
管
理
医
療
機
器
の
製
造
販
売
業
者
は
、
当
該
設
置
管
理
基
準
書
の
交
付
を
行
つ
た
も
の

と
み
な
す
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

電
磁
的
記
録
媒
体
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に

記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

５
〜
９

（
略
）

５
〜
９

（
略
）

（
帳
簿
の
記
載
事
項
等
）

（
帳
簿
の
記
載
事
項
等
）

第
百
三
十
条

（
略
）

第
百
三
十
条

（
略
）

２

前
項
に
掲
げ
る
事
項
が
、
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
電
磁
的
記
録
媒
体
に
記
録
さ
れ
、
必

要
に
応
じ
登
録
認
証
機
関
に
お
い
て
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を
用
い
て
明
確
に
紙
面
に
表
示
さ
れ
る
と
き

は
、
当
該
記
録
を
も
つ
て
帳
簿
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
に
掲
げ
る
事
項
が
、
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
若
し
く
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
又
は
シ
ー
・

デ
ィ
ー
・
ロ
ム
に
記
録
さ
れ
、
必
要
に
応
じ
登
録
認
証
機
関
に
お
い
て
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を
用
い
て

明
確
に
紙
面
に
表
示
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
記
録
を
も
つ
て
帳
簿
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

登
録
認
証
機
関
は
、
帳
簿
（
前
項
の
規
定
に
よ
る
記
録
が
行
わ
れ
た
同
項
の
フ
ァ
イ
ル
又
は
電
磁
的
記
録
媒

体
を
含
む
。）を
、
国
際
標
準
化
機
構
及
び
国
際
電
気
標
準
会
議
が
定
め
た
製
品
の
認
証
を
行
う
機
関
に
関
す
る

基
準
並
び
に
製
造
管
理
及
び
品
質
管
理
の
方
法
の
審
査
を
行
う
機
関
に
関
す
る
基
準
の
定
め
る
方
法
に
よ
り
管

理
し
、
当
該
帳
簿
に
記
載
す
る
基
準
適
合
性
認
証
の
全
て
が
廃
止
さ
れ
、
又
は
取
り
消
さ
れ
た
日
か
ら
十
五
年

間
、
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

登
録
認
証
機
関
は
、
帳
簿
（
前
項
の
規
定
に
よ
る
記
録
が
行
わ
れ
た
同
項
の
フ
ァ
イ
ル
若
し
く
は
磁
気
デ
ィ

ス
ク
又
は
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
を
含
む
。）を
、
国
際
標
準
化
機
構
及
び
国
際
電
気
標
準
会
議
が
定
め
た
製
品

の
認
証
を
行
う
機
関
に
関
す
る
基
準
並
び
に
製
造
管
理
及
び
品
質
管
理
の
方
法
の
審
査
を
行
う
機
関
に
関
す
る

基
準
の
定
め
る
方
法
に
よ
り
管
理
し
、
当
該
帳
簿
に
記
載
す
る
基
準
適
合
性
認
証
の
全
て
が
廃
止
さ
れ
、
又
は

取
り
消
さ
れ
た
日
か
ら
十
五
年
間
、
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
）

（
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
）

第
二
百
六
条

法
第
四
十
六
条
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

第
二
百
六
条

法
第
四
十
六
条
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

電
磁
的
記
録
媒
体
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付

す
る
方
法

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に

記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た

も
の
を
交
付
す
る
方
法

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

第
二
百
七
条

法
第
四
十
六
条
第
四
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
電
磁
的
記
録
は
、
前
条
第
一
項
第

一
号
に
掲
げ
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
又
は
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
電
磁
的
記
録
媒
体
に
よ

り
記
録
さ
れ
た
も
の
を
い
う
。

第
二
百
七
条

法
第
四
十
六
条
第
四
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
電
磁
的
記
録
は
、
前
条
第
一
項
第

一
号
に
掲
げ
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
又
は
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
磁
気
デ
ィ
ス
ク
、

シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
記
録
さ
れ
た
も
の
を
い
う
。

（
電
磁
的
記
録
媒
体
等
に
よ
る
手
続
）

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
等
に
よ
る
手
続
）

第
二
百
八
十
四
条

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
書
類
（
医
薬
品
（
薬
局
製
造
販
売

医
薬
品
を
除
く
。）、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
又
は
再
生
医
療
等
製
品
に
係
る
も
の
に
限
る
。）に
つ

い
て
は
、
こ
れ
ら
の
書
類
の
各
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
媒
体
並
び
に
申
請
者
、
届
出
者
又

は
申
出
者
の
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
申
請
、
届
出
又
は
申
出
の
趣
旨
及
び
そ
の
年
月
日
を
記
載
し
た
書
類
（
次

項
に
お
い
て
「
電
磁
的
記
録
媒
体
等
」
と
い
う
。）を
も
つ
て
こ
れ
ら
の
書
類
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
百
八
十
四
条

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
書
類
（
医
薬
品
（
薬
局
製
造
販
売

医
薬
品
を
除
く
。）、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
又
は
再
生
医
療
等
製
品
に
係
る
も
の
に
限
る
。）に
つ

い
て
は
、
こ
れ
ら
の
書
類
の
各
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
記
録
し
た
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず

る
物
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
た
も
の
並
び
に
申
請
者
、
届
出
者
又
は
申
出
者
の
氏
名
及
び
住
所
並
び
に

申
請
、
届
出
又
は
申
出
の
趣
旨
及
び
そ
の
年
月
日
を
記
載
し
た
書
類
（
次
項
に
お
い
て
「
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ

ス
ク
等
」
と
い
う
。）を
も
つ
て
こ
れ
ら
の
書
類
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
表
略
）

（
表
略
）

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
書
類
に
代
え
て
電
磁
的
記
録
媒
体
等
が
提
出
さ
れ
る
場
合

に
お
い
て
は
、
当
該
電
磁
的
記
録
媒
体
等
は
当
該
書
類
と
み
な
す
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
書
類
に
代
え
て
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
等
が
提
出
さ
れ

る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
等
は
当
該
書
類
と
み
な
す
。
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（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
の
構
造
）

（
削
る
）

第
二
百
八
十
五
条

前
条
第
一
項
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｘ
六
二
二
三
号
に
適
合
す
る

九
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
へ
の
記
録
方
式
）

（
削
る
）

第
二
百
八
十
六
条

第
二
百
八
十
四
条
第
一
項
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
へ
の
記
録
は
、
次
に
掲
げ
る
方
式
に

従
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

ト
ラ
ッ
ク
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
、
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年

法
律
第
三
十
三
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
工
業
標
準
化
法
に
基
づ
く
日
本
工
業
規
格
Ｘ
六
二
二

四
号
又
は
日
本
産
業
規
格
Ｘ
六
二
二
五
号
に
規
定
す
る
方
式

二

ボ
リ
ュ
ー
ム
及
び
フ
ァ
イ
ル
構
成
に
つ
い
て
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｘ
〇
六
〇
五
号
に
規
定
す
る
方
式

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
貼
り
付
け
る
書
面
）

（
削
る
）

第
二
百
八
十
七
条

第
二
百
八
十
四
条
第
一
項
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｘ
六
二
二
三

号
に
規
定
す
る
ラ
ベ
ル
領
域
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
貼
り
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

申
請
者
、
届
出
者
又
は
申
出
者
の
氏
名

二

申
請
年
月
日
、
届
出
年
月
日
又
は
申
出
年
月
日

第
二
百
八
十
五
条

（
略
）

第
二
百
八
十
八
条

（
略
）

（
建
築
物
に
お
け
る
衛
生
的
環
境
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
五
条

建
築
物
に
お
け
る
衛
生
的
環
境
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
厚
生
省
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

第
一
章
〜
第
三
章

（
略
）

第
一
章
〜
第
三
章

（
略
）

第
四
章

雑
則
（
第
三
十
七
条

第
三
十
九
条
）

第
四
章

雑
則
（
第
三
十
七
条
）

附
則

附
則

（
電
磁
的
記
録
媒
体
に
よ
る
手
続
）

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
よ
る
手
続
）

第
三
十
八
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し

た
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）並
び
に
申
請
者
、
届

出
者
又
は
報
告
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
申
請
、
届
出
又
は
報
告
の
趣
旨
及
び
そ
の
年
月
日
を
記
載
し
た
書

類
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
八
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し

た
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
並
び
に
申
請
者
、
届
出
者
又
は
報
告
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
申
請
、
届
出
又

は
報
告
の
趣
旨
及
び
そ
の
年
月
日
を
記
載
し
た
書
類
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一
〜
十
一

（
略
）

一
〜
十
一

（
略
）

２

第
十
九
条
の
六
第
二
項
及
び
第
三
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
つ
い
て
は
、
当
該
届
出
に
係
る
事
項
を
記

録
し
た
電
磁
的
記
録
媒
体
並
び
に
届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
当
該
届
出
の
趣
旨
及
び
そ
の
年
月
日
を
記

載
し
た
書
類
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２

第
十
九
条
の
六
第
二
項
及
び
第
三
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
つ
い
て
は
、
当
該
届
出
に
係
る
事
項
を
記

録
し
た
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
並
び
に
届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
当
該
届
出
の
趣
旨
及
び
そ
の
年
月

日
を
記
載
し
た
書
類
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
の
構
造
）

（
削
る
）

第
三
十
九
条

前
条
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
は
、
産
業
標
準
化
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）

に
基
づ
く
日
本
産
業
規
格
（
以
下
「
日
本
産
業
規
格
」
と
い
う
。）Ｘ
六
二
二
三
号
に
適
合
す
る
九
十
ミ
リ
メ
ー

ト
ル
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
へ
の
記
録
方
式
）

（
削
る
）

第
四
十
条

第
三
十
八
条
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
へ
の
記
録
は
、
次
に
掲
げ
る
方
式
に
従
つ
て
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一

ト
ラ
ッ
ク
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
、
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年

法
律
第
三
十
三
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
工
業
標
準
化
法
に
基
づ
く
日
本
工
業
規
格
Ｘ
六
二
二

四
号
又
は
日
本
産
業
規
格
Ｘ
六
二
二
五
号
に
規
定
す
る
方
式

二

ボ
リ
ュ
ー
ム
及
び
フ
ァ
イ
ル
構
成
に
つ
い
て
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｘ
〇
六
〇
五
号
に
規
定
す
る
方
式

（
電
磁
的
記
録
媒
体
に
貼
り
付
け
る
書
面
）

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
貼
り
付
け
る
書
面
）

第
三
十
九
条

前
条
の
電
磁
的
記
録
媒
体
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
又
は
記
載
し
た
書
面
を
貼
り
付

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
十
一
条

第
三
十
八
条
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｘ
六
二
二
三
号
に
規
定
す
る
ラ

ベ
ル
領
域
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
貼
り
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
六
条

高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
労
働
省
令
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
求
職
活
動
支
援
書
の
作
成
等
）

（
求
職
活
動
支
援
書
の
作
成
等
）

第
六
条
の
三

（
略
）

第
六
条
の
三

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

事
業
主
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
求
職
活
動
支
援
書
の
交
付
に
代
え
て
、
第
六
項
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
高
年
齢
離
職
予
定
者
の
承
諾
を
得
て
、
第
十
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
支
援
書
情

報
」
と
い
う
。）を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ

つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
電
磁
的
方
法
」
と
い
う
。）に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
事
業
主
は
、
求
職
活
動
支
援
書
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
す
。

４

事
業
主
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
求
職
活
動
支
援
書
の
交
付
に
代
え
て
、
第
六
項
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
高
年
齢
離
職
予
定
者
の
承
諾
を
得
て
、
第
十
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
支
援
書
情

報
」
と
い
う
。）を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ

つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
電
磁
的
方
法
」
と
い
う
。）に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
事
業
主
は
、
求
職
活
動
支
援
書
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
す
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る

も
の
を
い
う
。
第
六
条
の
六
に
お
い
て
同
じ
。）に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。）を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル

に
支
援
書
情
報
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に

記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
支
援
書
情
報
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付

す
る
方
法

５
〜
10

（
略
）

５
〜
10

（
略
）

（
法
第
二
十
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
）

（
法
第
二
十
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
）

第
六
条
の
六

法
第
二
十
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
同
項
に
規
定
す
る
理
由
（
第
三
項
に

お
い
て
「
理
由
」
と
い
う
。）を
労
働
者
の
募
集
及
び
採
用
の
用
に
供
す
る
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
を
も
つ
て
調

製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
併
せ
て
記
載
又
は
記
録
す
る
方
法
と
す
る
。

第
六
条
の
六

法
第
二
十
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
同
項
に
規
定
す
る
理
由
（
第
三
項
に

お
い
て
「
理
由
」
と
い
う
。）を
労
働
者
の
募
集
及
び
採
用
の
用
に
供
す
る
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方

式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ

て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）に
併
せ

て
記
載
又
は
記
録
す
る
方
法
と
す
る
。

２

前
項
の
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
含
む
も

の
と
す
る
。

２

前
項
の
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
含
む
も
の
と
す
る
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

３

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
新
聞
、
雑
誌
そ
の
他
の
刊
行
物
に
掲
載
す
る
広
告
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る

方
法
に
よ
り
労
働
者
の
募
集
及
び
採
用
を
行
う
場
合
又
は
第
一
項
の
書
面
若
し
く
は
電
磁
的
記
録
を
も
つ
て
調

製
す
る
フ
ァ
イ
ル
が
な
い
場
合
に
お
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
同
項
の
方
法
に
よ
り
理
由
を
提
示
す
る
こ
と
が
困
難

な
と
き
は
、
求
職
者
の
求
め
に
応
じ
て
、
遅
滞
な
く
、
次
の
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
理
由
を
示
す
こ
と
が
で

き
る
。

３

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
新
聞
、
雑
誌
そ
の
他
の
刊
行
物
に
掲
載
す
る
広
告
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る

方
法
に
よ
り
労
働
者
の
募
集
及
び
採
用
を
行
う
場
合
又
は
第
一
項
の
書
面
若
し
く
は
電
磁
的
記
録
が
な
い
場
合

に
お
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
同
項
の
方
法
に
よ
り
理
由
を
提
示
す
る
こ
と
が
困
難
な
と
き
は
、
求
職
者
の
求
め
に

応
じ
て
、
遅
滞
な
く
、
次
の
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
理
由
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）
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二

電
子
情
報
処
理
組
織
（
事
業
主
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
、
求
職
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と

を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。）を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技

術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
つ
て
、
求
職
者
が
当
該
方
法
に
よ
り
記
録
さ
れ
た
電
磁
的
記
録
を
も
つ
て
調
製
す

る
フ
ァ
イ
ル
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
る
書
面
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

二

電
子
情
報
処
理
組
織
（
事
業
主
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
、
求
職
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と

を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。）を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技

術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
つ
て
、
求
職
者
が
当
該
方
法
に
よ
り
記
録
さ
れ
た
電
磁
的
記
録
を
出
力
す
る
こ
と

に
よ
る
書
面
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

（
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
七
条

障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
労
働
省
令
第
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
在
宅
就
業
対
価
相
当
額
を
証
す
る
書
面
）

（
在
宅
就
業
対
価
相
当
額
を
証
す
る
書
面
）

第
三
十
六
条
の
五

（
略
）

第
三
十
六
条
の
五

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

在
宅
就
業
支
援
団
体
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
発
注
証
明
書
の
交
付
に
代
え
て
、
第
六
項
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
事
業
主
の
承
諾
を
得
て
、
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
発
注
証
明
書
情

報
」
と
い
う
。）を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ

つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
電
磁
的
方
法
」
と
い
う
。）に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
在
宅
就
業
支
援
団
体
は
、
発
注
証
明
書
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
す
。

３

在
宅
就
業
支
援
団
体
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
発
注
証
明
書
の
交
付
に
代
え
て
、
第
六
項
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
事
業
主
の
承
諾
を
得
て
、
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
発
注
証
明
書
情

報
」
と
い
う
。）を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ

つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
電
磁
的
方
法
」
と
い
う
。）に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
在
宅
就
業
支
援
団
体
は
、
発
注
証
明
書
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
す
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
第
三
十
六
条
の
十
一
第
二
号
に
お
い
て
同

じ
。）を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
発
注
証
明
書
情
報
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に

記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
発
注
証
明
書
情
報
を
記
録
し
た
も
の
を

交
付
す
る
方
法

４
〜
６

（
略
）

４
〜
６

（
略
）

（
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
提
供
す
る
た
め
の
電
磁
的
方
法
）

（
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
提
供
す
る
た
め
の
電
磁
的
方
法
）

第
三
十
六
条
の
十
一

法
第
七
十
四
条
の
三
第
十
五
項
第
四
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
電
磁
的
方

法
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
の
う
ち
い
ず
れ
か
の
方
法
と
す
る
。

第
三
十
六
条
の
十
一

法
第
七
十
四
条
の
三
第
十
五
項
第
四
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
電
磁
的
方

法
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
の
う
ち
い
ず
れ
か
の
方
法
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

電
磁
的
記
録
媒
体
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
情
報
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に

記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
情
報
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方

法

（
医
薬
品
の
臨
床
試
験
の
実
施
の
基
準
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
十
八
条

医
薬
品
の
臨
床
試
験
の
実
施
の
基
準
に
関
す
る
省
令
（
平
成
九
年
厚
生
省
令
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
実
施
医
療
機
関
の
長
へ
の
文
書
の
事
前
提
出
）

（
実
施
医
療
機
関
の
長
へ
の
文
書
の
事
前
提
出
）

第
十
条

（
略
）

第
十
条

（
略
）

２

治
験
の
依
頼
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
文
書
の
提
出
に
代
え
て
、
第
四
項
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
実
施
医
療
機
関
の
長
の
承
諾
を
得
て
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
文
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る

も
の
（
以
下
「
電
磁
的
方
法
」
と
い
う
。）に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
治

験
の
依
頼
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
文
書
を
提
出
し
た
も
の
と
み
な
す
。

２

治
験
の
依
頼
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
文
書
の
提
出
に
代
え
て
、
第
四
項
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
実
施
医
療
機
関
の
長
の
承
諾
を
得
て
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
文
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る

も
の
（
以
下
「
電
磁
的
方
法
」
と
い
う
。）に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
治

験
の
依
頼
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
文
書
を
提
出
し
た
も
の
と
み
な
す
。

一

（
略
）

一

（
略
）

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



二

電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る

も
の
を
い
う
。）に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
第
十
二
条
第
二
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。）を
も
っ
て
調
製
す

る
フ
ァ
イ
ル
に
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に

記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
録
し
た

も
の
を
交
付
す
る
方
法

３
〜
５

（
略
）

３
〜
５

（
略
）

（
業
務
の
委
託
）

（
業
務
の
委
託
）

第
十
二
条

（
略
）

第
十
二
条

（
略
）

２

治
験
の
依
頼
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
文
書
に
よ
る
契
約
の
締
結
に
代
え
て
、
第
四
項

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
項
の
受
託
者
の
承
諾
を
得
て
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
内
容
と
す
る
契
約

を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ

る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
電
磁
的
方
法
」
と
い
う
。）に
よ
り
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
当
該
治
験
の
依
頼
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、当
該
文
書
に
よ
る
契
約
を
締
結
し
た
も
の
と
み
な
す
。

２

治
験
の
依
頼
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
文
書
に
よ
る
契
約
の
締
結
に
代
え
て
、
第
四
項

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
項
の
受
託
者
の
承
諾
を
得
て
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
内
容
と
す
る
契
約

を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ

る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
電
磁
的
方
法
」
と
い
う
。）に
よ
り
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
当
該
治
験
の
依
頼
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、当
該
文
書
に
よ
る
契
約
を
締
結
し
た
も
の
と
み
な
す
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

電
磁
的
記
録
媒
体
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付

す
る
方
法

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に

記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
録
し
た

も
の
を
交
付
す
る
方
法

３
〜
５

（
略
）

３
〜
５

（
略
）

（
臓
器
の
移
植
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
九
条

臓
器
の
移
植
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
九
年
厚
生
省
令
第
七
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
電
磁
的
記
録
媒
体
に
よ
る
手
続
）

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
よ
る
手
続
）

第
十
二
条
の
二

次
の
各
号
に
掲
げ
る
手
続
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録

媒
体
（
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。）に
係

る
記
録
媒
体
を
い
う
。）並
び
に
申
請
者
又
は
届
出
者
の
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
申
請
又
は
届
出
の
趣
旨
及
び
そ

の
年
月
日
を
記
載
し
た
書
類
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
二
条
の
二

次
の
各
号
に
掲
げ
る
手
続
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
録
し
た
フ
レ
キ
シ
ブ

ル
デ
ィ
ス
ク
並
び
に
申
請
者
又
は
届
出
者
の
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
申
請
又
は
届
出
の
趣
旨
及
び
そ
の
年
月
日

を
記
載
し
た
書
類
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
の
構
造
）

（
削
る
）

第
十
二
条
の
三

前
条
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
は
、
産
業
標
準
化
法（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）

に
基
づ
く
日
本
産
業
規
格
（
以
下
「
日
本
産
業
規
格
」
と
い
う
。）Ｘ
六
二
二
三
号
に
適
合
す
る
九
十
ミ
リ
メ
ー

ト
ル
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
へ
の
記
録
方
式
）

（
削
る
）

第
十
二
条
の
四

第
十
二
条
の
二
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
へ
の
記
録
は
、
次
に
掲
げ
る
方
式
に
従
っ
て
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

ト
ラ
ッ
ク
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
、
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年

法
律
第
三
十
三
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
工
業
標
準
化
法
に
基
づ
く
日
本
工
業
規
格
Ｘ
六
二
二

四
号
又
は
日
本
産
業
規
格
Ｘ
六
二
二
五
号
に
規
定
す
る
方
式

二

ボ
リ
ュ
ー
ム
及
び
フ
ァ
イ
ル
構
成
に
つ
い
て
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｘ
〇
六
〇
五
号
に
規
定
す
る
方
式

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報



（
電
磁
的
記
録
媒
体
に
貼
り
付
け
る
書
面
）

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
貼
り
付
け
る
書
面
）

第
十
二
条
の
三

前
条
の
電
磁
的
記
録
媒
体
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
又
は
記
載
し
た
書
面
を
貼
り

付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
二
条
の
五

第
十
二
条
の
二
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｘ
六
二
二
三
号
に
規
定
す

る
ラ
ベ
ル
領
域
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
貼
り
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
理
容
師
法
に
基
づ
く
指
定
試
験
機
関
及
び
指
定
登
録
機
関
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
条

理
容
師
法
に
基
づ
く
指
定
試
験
機
関
及
び
指
定
登
録
機
関
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
年
厚
生
省
令
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

第
一
章

（
略
）

第
一
章

（
略
）

第
二
章

指
定
登
録
機
関
（
第
十
三
条

第
二
十
一
条
）

第
二
章

指
定
登
録
機
関
（
第
十
三
条

第
十
九
条
）

附
則

附
則

（
電
磁
的
記
録
媒
体
に
よ
る
手
続
）

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
よ
る
手
続
）

第
二
十
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た

電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を

い
う
。）に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。）並
び
に
申
請
者
、
届
出
者
又
は
報
告
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所

在
地
並
び
に
申
請
、
届
出
又
は
報
告
の
趣
旨
及
び
そ
の
年
月
日
を
記
載
し
た
書
類
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た

フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
並
び
に
申
請
者
、
届
出
者
又
は
報
告
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並
び

に
申
請
、
届
出
又
は
報
告
の
趣
旨
及
び
そ
の
年
月
日
を
記
載
し
た
書
類
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
こ
と

が
で
き
る
。

一
〜
十
三

（
略
）

一
〜
十
三

（
略
）

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
の
構
造
）

（
削
る
）

第
二
十
一
条

前
条
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
は
、
産
業
標
準
化
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）

に
基
づ
く
日
本
産
業
規
格
（
以
下
「
日
本
産
業
規
格
」
と
い
う
。）Ｘ
六
二
二
三
号
に
適
合
す
る
九
十
ミ
リ
メ
ー

ト
ル
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
へ
の
記
録
方
式
）

（
削
る
）

第
二
十
二
条

第
二
十
条
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
へ
の
記
録
は
、
次
に
掲
げ
る
方
式
に
従
っ
て
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一

ト
ラ
ッ
ク
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
、
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年

法
律
第
三
十
三
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
工
業
標
準
化
法
に
基
づ
く
日
本
工
業
規
格
Ｘ
六
二
二

四
号
又
は
日
本
産
業
規
格
Ｘ
六
二
二
五
号
に
規
定
す
る
方
式

二

ボ
リ
ュ
ー
ム
及
び
フ
ァ
イ
ル
構
成
に
つ
い
て
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｘ
〇
六
〇
五
号
に
規
定
す
る
方
式

（
電
磁
的
記
録
媒
体
に
貼
り
付
け
る
書
面
）

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
貼
り
付
け
る
書
面
）

第
二
十
一
条

前
条
の
電
磁
的
記
録
媒
体
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
又
は
記
載
し
た
書
面
を
貼
り
付

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
三
条

第
二
十
条
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｘ
六
二
二
三
号
に
規
定
す
る
ラ
ベ

ル
領
域
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
貼
り
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



（
美
容
師
法
に
基
づ
く
指
定
試
験
機
関
及
び
指
定
登
録
機
関
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
一
条

美
容
師
法
に
基
づ
く
指
定
試
験
機
関
及
び
指
定
登
録
機
関
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
年
厚
生
省
令
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

第
一
章

（
略
）

第
一
章

（
略
）

第
二
章

指
定
登
録
機
関
（
第
十
三
条

第
二
十
一
条
）

第
二
章

指
定
登
録
機
関
（
第
十
三
条

第
十
九
条
）

附
則

附
則

（
電
磁
的
記
録
媒
体
に
よ
る
手
続
）

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
よ
る
手
続
）

第
二
十
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た

電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を

い
う
。）に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。）並
び
に
申
請
者
、
届
出
者
又
は
報
告
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所

在
地
並
び
に
申
請
、
届
出
又
は
報
告
の
趣
旨
及
び
そ
の
年
月
日
を
記
載
し
た
書
類
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た

フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
並
び
に
申
請
者
、
届
出
者
又
は
報
告
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並
び

に
申
請
、
届
出
又
は
報
告
の
趣
旨
及
び
そ
の
年
月
日
を
記
載
し
た
書
類
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
こ
と

が
で
き
る
。

一
〜
十
三

（
略
）

一
〜
十
三

（
略
）

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
の
構
造
）

（
削
る
）

第
二
十
一
条

前
条
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
は
、
産
業
標
準
化
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）

に
基
づ
く
日
本
産
業
規
格
（
以
下
「
日
本
産
業
規
格
」
と
い
う
。）Ｘ
六
二
二
三
号
に
適
合
す
る
九
十
ミ
リ
メ
ー

ト
ル
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
へ
の
記
録
方
式
）

（
削
る
）

第
二
十
二
条

第
二
十
条
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
へ
の
記
録
は
、
次
に
掲
げ
る
方
式
に
従
っ
て
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一

ト
ラ
ッ
ク
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
、
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年

法
律
第
三
十
三
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
工
業
標
準
化
法
に
基
づ
く
日
本
工
業
規
格
Ｘ
六
二
二

四
号
又
は
日
本
産
業
規
格
Ｘ
六
二
二
五
号
に
規
定
す
る
方
式

二

ボ
リ
ュ
ー
ム
及
び
フ
ァ
イ
ル
構
成
に
つ
い
て
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｘ
〇
六
〇
五
号
に
規
定
す
る
方
式

（
電
磁
的
記
録
媒
体
に
貼
り
付
け
る
書
面
）

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
貼
り
付
け
る
書
面
）

第
二
十
一
条

前
条
の
電
磁
的
記
録
媒
体
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
又
は
記
載
し
た
書
面
を
貼
り
付

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
三
条

第
二
十
条
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｘ
六
二
二
三
号
に
規
定
す
る
ラ
ベ

ル
領
域
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
貼
り
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
二
条

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
年
厚
生
省
令
第
九
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

第
一
〜
十
一
章

（
略
）

第
一
〜
十
一
章

（
略
）

第
十
二
章

雑
則
（
第
三
十
二
条

第
三
十
四
条
）

第
十
二
章

雑
則
（
第
三
十
二
条

第
三
十
六
条
）

附
則

附
則

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報



（
電
磁
的
記
録
媒
体
に
よ
る
手
続
）

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
よ
る
手
続
）

第
三
十
三
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し

た
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の

を
い
う
。）に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。）並
び
に
届
出
者
又
は
申
請
者
の
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
届
出
又
は
申
請

の
趣
旨
及
び
そ
の
年
月
日
を
記
載
し
た
書
類
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
三
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し

た
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
並
び
に
届
出
者
又
は
申
請
者
の
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
届
出
又
は
申
請
の
趣
旨
及

び
そ
の
年
月
日
を
記
載
し
た
書
類
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一
〜
二
十
五

（
略
）

一
〜
二
十
五

（
略
）

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
の
構
造
）

（
削
る
）

第
三
十
四
条

前
条
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｘ
六
二
二
三
号
に
適
合
す
る
九
十
ミ
リ

メ
ー
ト
ル
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
へ
の
記
録
方
式
）

（
削
る
）

第
三
十
五
条

第
三
十
三
条
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
へ
の
記
録
は
、
次
に
掲
げ
る
方
式
に
従
っ
て
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一

ト
ラ
ッ
ク
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｘ
六
二
二
四
号
又
は
日
本
産
業
規
格
Ｘ
六
二
二

五
号
に
規
定
す
る
方
式

二

ボ
リ
ュ
ー
ム
及
び
フ
ァ
イ
ル
構
成
に
つ
い
て
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｘ
〇
六
〇
五
号
に
規
定
す
る
方
式

（
電
磁
的
記
録
媒
体
に
貼
り
付
け
る
書
面
）

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
貼
り
付
け
る
書
面
）

第
三
十
四
条

前
条
の
電
磁
的
記
録
媒
体
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
又
は
記
載
し
た
書
面
を
貼
り
付

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
六
条

第
三
十
三
条
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｘ
六
二
二
三
号
に
規
定
す
る
ラ

ベ
ル
領
域
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
貼
り
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
介
護
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
三
条

介
護
保
険
法
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
提
供
す
る
た
め
の
電
磁
的
方
法
）

（
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
提
供
す
る
た
め
の
電
磁
的
方
法
）

第
百
十
三
条
の
三
十
三

法
第
六
十
九
条
の
十
九
第
二
項
第
四
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
電
磁
的
方
法
は
、

次
に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち
、
登
録
試
験
問
題
作
成
機
関
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。

第
百
十
三
条
の
三
十
三

法
第
六
十
九
条
の
十
九
第
二
項
第
四
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
電
磁
的
方
法
は
、

次
に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち
、
登
録
試
験
問
題
作
成
機
関
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る

も
の
を
い
う
。）に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
次
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
百
四
十
条
の
七
十
二
の
五

第
六
項
に
お
い
て
同
じ
。）を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
情
報
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記

録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
（
次
条
第
二
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
「
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
」
と
い
う
。）を

も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
情
報
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

２

（
略
）

２

（
略
）

（
帳
簿
の
備
付
け
等
）

（
帳
簿
の
備
付
け
等
）

第
百
十
三
条
の
三
十
四

（
略
）

第
百
十
三
条
の
三
十
四

（
略
）

２

前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
が
、電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
電
磁
的
記
録
媒
体
に
記
録
さ
れ
、

必
要
に
応
じ
登
録
試
験
問
題
作
成
機
関
に
お
い
て
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を
用
い
て
明
確
に
紙
面
に
表
示

さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
記
録
を
も
っ
て
帳
簿
へ
の
記
載
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
が
、電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
に
記
録
さ
れ
、

必
要
に
応
じ
登
録
試
験
問
題
作
成
機
関
に
お
い
て
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を
用
い
て
明
確
に
紙
面
に
表
示

さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
記
録
を
も
っ
て
帳
簿
へ
の
記
載
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

登
録
試
験
問
題
作
成
機
関
は
、
帳
簿
（
前
項
の
規
定
に
よ
る
記
録
が
行
わ
れ
た
同
項
の
フ
ァ
イ
ル
又
は
電
磁

的
記
録
媒
体
を
含
む
。）を
、
試
験
問
題
作
成
事
務
の
全
部
を
廃
止
す
る
ま
で
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

登
録
試
験
問
題
作
成
機
関
は
、
帳
簿
（
前
項
の
規
定
に
よ
る
記
録
が
行
わ
れ
た
同
項
の
フ
ァ
イ
ル
又
は
磁
気

デ
ィ
ス
ク
等
を
含
む
。）を
、
試
験
問
題
作
成
事
務
の
全
部
を
廃
止
す
る
ま
で
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



（
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
の
作
成
等
の
た
め
の
調
査
及
び
分
析
）

（
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
の
作
成
等
の
た
め
の
調
査
及
び
分
析
）

第
百
四
十
条
の
七
十
二
の
五

（
略
）

第
百
四
十
条
の
七
十
二
の
五

（
略
）

２
〜
５

（
略
）

２
〜
５

（
略
）

６

法
第
百
十
八
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
同
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に

掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
情
報
を
提
供
す
る
場
合
に
は
、
市
町
村
は
、
当
該
情
報
を
、
電
子
情
報
処
理
組
織
（
市

町
村
が
使
用
す
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）と
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
が
使
用

す
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。）を
使
用
す
る
方
法
又
は
当

該
情
報
を
記
録
し
た
光
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
の
電
磁
的
記
録
媒
体
を
提
出
す
る
方
法
に
よ
り
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

６

法
第
百
十
八
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
同
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に

掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
情
報
を
提
供
す
る
場
合
に
は
、
市
町
村
は
、
当
該
情
報
を
、
電
子
情
報
処
理
組
織
（
市

町
村
が
使
用
す
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）と
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
が
使
用

す
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。）を
使
用
す
る
方
法
又
は
当

該
情
報
を
記
録
し
た
光
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
の
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に

よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の

用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。）を
提
出
す
る
方
法
に
よ
り
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
二
十
四
条

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
内
容
及
び
手
続
の
説
明
及
び
同
意
）

（
内
容
及
び
手
続
の
説
明
及
び
同
意
）

第
八
条

（
略
）

第
八
条

（
略
）

２

指
定
訪
問
介
護
事
業
者
は
、
利
用
申
込
者
又
は
そ
の
家
族
か
ら
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定

に
よ
る
文
書
の
交
付
に
代
え
て
、
第
五
項
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
利
用
申
込
者
又
は
そ
の
家
族
の
承

諾
を
得
て
、
当
該
文
書
に
記
す
べ
き
重
要
事
項
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信

の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
電
磁
的
方
法
」
と
い
う
。）

に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
指
定
訪
問
介
護
事
業
者
は
、
当
該
文
書
を
交

付
し
た
も
の
と
み
な
す
。

２

指
定
訪
問
介
護
事
業
者
は
、
利
用
申
込
者
又
は
そ
の
家
族
か
ら
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定

に
よ
る
文
書
の
交
付
に
代
え
て
、
第
五
項
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
利
用
申
込
者
又
は
そ
の
家
族
の
承

諾
を
得
て
、
当
該
文
書
に
記
す
べ
き
重
要
事
項
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信

の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
電
磁
的
方
法
」
と
い
う
。）

に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
指
定
訪
問
介
護
事
業
者
は
、
当
該
文
書
を
交

付
し
た
も
の
と
み
な
す
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る

も
の
を
い
う
。
第
二
百
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。）に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。）を
も
っ
て
調
製
す
る

フ
ァ
イ
ル
に
前
項
に
規
定
す
る
重
要
事
項
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に

記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
前
項
に
規
定
す
る
重
要
事
項
を
記
録
し

た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

３
〜
６

（
略
）

３
〜
６

（
略
）

（
電
磁
的
記
録
等
）

（
電
磁
的
記
録
等
）

第
二
百
十
七
条

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
及
び
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
当
た
る
者
は
、
作
成
、
保
存

そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
の
う
ち
、
こ
の
省
令
の
規
定
に
お
い
て
書
面
（
書
面
、
書
類
、
文
書
、
謄
本
、

抄
本
、
正
本
、
副
本
、
複
本
そ
の
他
文
字
、
図
形
等
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
情
報
が
記

載
さ
れ
た
紙
そ
の
他
の
有
体
物
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）で
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
又

は
想
定
さ
れ
る
も
の
（
第
十
一
条
第
一
項
（
第
三
十
九
条
の
三
、
第
四
十
三
条
、
第
五
十
四
条
、第
五
十
八
条
、

第
七
十
四
条
、
第
八
十
三
条
、
第
九
十
一
条
、
第
百
五
条
、
第
百
五
条
の
三
、
第
百
九
条
、
第
百
十
九
条
、
第

百
四
十
条
（
第
百
四
十
条
の
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
百
四
十
条
の
十
五
、
第
百
四
十
条

の
三
十
二
、
第
百
五
十
五
条
（
第
百
五
十
五
条
の
十
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、第
百
九
十
二
条
、

第
百
九
十
二
条
の
十
二
、第
二
百
五
条
、第
二
百
六
条
及
び
第
二
百
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）

及
び
第
百
八
十
一
条
第
一
項
（
第
百
九
十
二
条
の
十
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）並
び
に
次
項
に
規

定
す
る
も
の
を
除
く
。）に
つ
い
て
は
、
書
面
に
代
え
て
、
当
該
書
面
に
係
る
電
磁
的
記
録
に
よ
り
行
う
こ
と
が

で
き
る
。

第
二
百
十
七
条

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
及
び
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
当
た
る
者
は
、
作
成
、
保
存

そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
の
う
ち
、
こ
の
省
令
の
規
定
に
お
い
て
書
面
（
書
面
、
書
類
、
文
書
、
謄
本
、

抄
本
、
正
本
、
副
本
、
複
本
そ
の
他
文
字
、
図
形
等
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
情
報
が
記

載
さ
れ
た
紙
そ
の
他
の
有
体
物
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）で
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
又

は
想
定
さ
れ
る
も
の
（
第
十
一
条
第
一
項
（
第
三
十
九
条
の
三
、
第
四
十
三
条
、
第
五
十
四
条
、第
五
十
八
条
、

第
七
十
四
条
、
第
八
十
三
条
、
第
九
十
一
条
、
第
百
五
条
、
第
百
五
条
の
三
、
第
百
九
条
、
第
百
十
九
条
、
第

百
四
十
条
（
第
百
四
十
条
の
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
百
四
十
条
の
十
五
、
第
百
四
十
条

の
三
十
二
、
第
百
五
十
五
条
（
第
百
五
十
五
条
の
十
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、第
百
九
十
二
条
、

第
百
九
十
二
条
の
十
二
、第
二
百
五
条
、第
二
百
六
条
及
び
第
二
百
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）

及
び
第
百
八
十
一
条
第
一
項
（
第
百
九
十
二
条
の
十
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）並
び
に
次
項
に
規

定
す
る
も
の
を
除
く
。）に
つ
い
て
は
、
書
面
に
代
え
て
、
当
該
書
面
に
係
る
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁

気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電

子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。）に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報



（
指
定
居
宅
介
護
支
援
等
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
二
十
五
条

指
定
居
宅
介
護
支
援
等
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
内
容
及
び
手
続
の
説
明
及
び
同
意
）

（
内
容
及
び
手
続
の
説
明
及
び
同
意
）

第
四
条

（
略
）

第
四
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
は
、
利
用
申
込
者
又
は
そ
の
家
族
か
ら
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
文
書
の
交
付
に
代
え
て
、
第
七
項
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
利
用
申
込
者
又
は
そ
の
家

族
の
承
諾
を
得
て
、
当
該
文
書
に
記
す
べ
き
重
要
事
項
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情

報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
電
磁
的
方
法
」
と

い
う
。）に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
は
、
当

該
文
書
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
す
。

４

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
は
、
利
用
申
込
者
又
は
そ
の
家
族
か
ら
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
文
書
の
交
付
に
代
え
て
、
第
七
項
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
利
用
申
込
者
又
は
そ
の
家

族
の
承
諾
を
得
て
、
当
該
文
書
に
記
す
べ
き
重
要
事
項
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情

報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
電
磁
的
方
法
」
と

い
う
。）に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
は
、
当

該
文
書
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
す
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る

も
の
を
い
う
。
第
三
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。）に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。）を
も
っ
て
調
製
す
る

フ
ァ
イ
ル
に
第
一
項
に
規
定
す
る
重
要
事
項
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に

記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
第
一
項
に
規
定
す
る
重
要
事
項
を
記
録

し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

５
〜
８

（
略
）

５
〜
８

（
略
）

（
電
磁
的
記
録
等
）

（
電
磁
的
記
録
等
）

第
三
十
一
条

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
及
び
指
定
居
宅
介
護
支
援
の
提
供
に
当
た
る
者
は
、
作
成
、
保
存
そ

の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
の
う
ち
、
こ
の
省
令
の
規
定
に
お
い
て
書
面
（
書
面
、
書
類
、
文
書
、
謄
本
、
抄

本
、
正
本
、
副
本
、
複
本
そ
の
他
文
字
、
図
形
等
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
情
報
が
記
載

さ
れ
た
紙
そ
の
他
の
有
体
物
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）で
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
又
は

想
定
さ
れ
る
も
の
（
第
七
条（
第
三
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）及
び
第
十
三
条
第
二
十
四
号（
第

三
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）並
び
に
次
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。）に
つ
い
て
は
、
書
面
に

代
え
て
、
当
該
書
面
に
係
る
電
磁
的
記
録
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
一
条

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
及
び
指
定
居
宅
介
護
支
援
の
提
供
に
当
た
る
者
は
、
作
成
、
保
存
そ

の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
の
う
ち
、
こ
の
省
令
の
規
定
に
お
い
て
書
面
（
書
面
、
書
類
、
文
書
、
謄
本
、
抄

本
、
正
本
、
副
本
、
複
本
そ
の
他
文
字
、
図
形
等
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
情
報
が
記
載

さ
れ
た
紙
そ
の
他
の
有
体
物
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）で
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
又
は

想
定
さ
れ
る
も
の
（
第
七
条（
第
三
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）及
び
第
十
三
条
第
二
十
四
号（
第

三
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）並
び
に
次
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。）に
つ
い
て
は
、
書
面
に

代
え
て
、
当
該
書
面
に
係
る
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る

も
の
を
い
う
。）に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
二
十
六
条

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
内
容
及
び
手
続
の
説
明
及
び
同
意
）

（
内
容
及
び
手
続
の
説
明
及
び
同
意
）

第
四
条

（
略
）

第
四
条

（
略
）

２

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
は
、
入
所
申
込
者
又
は
そ
の
家
族
か
ら
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
前
項
の
規

定
に
よ
る
文
書
の
交
付
に
代
え
て
、
第
五
項
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
入
所
申
込
者
又
は
そ
の
家
族
の

承
諾
を
得
て
、
当
該
文
書
に
記
す
べ
き
重
要
事
項
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通

２

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
は
、
入
所
申
込
者
又
は
そ
の
家
族
か
ら
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
前
項
の
規

定
に
よ
る
文
書
の
交
付
に
代
え
て
、
第
五
項
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
入
所
申
込
者
又
は
そ
の
家
族
の

承
諾
を
得
て
、
当
該
文
書
に
記
す
べ
き
重
要
事
項
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



一

（
略
）

一

（
略
）

二

電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る

も
の
を
い
う
。
第
五
十
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。）に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。）を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ

イ
ル
に
前
項
に
規
定
す
る
重
要
事
項
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に

記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
前
項
に
規
定
す
る
重
要
事
項
を
記
録
し

た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

３
〜
６

（
略
）

３
〜
６

（
略
）

（
電
磁
的
記
録
等
）

（
電
磁
的
記
録
等
）

第
五
十
条

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
及
び
そ
の
従
業
者
は
、
作
成
、
保
存
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
の
う

ち
、
こ
の
省
令
の
規
定
に
お
い
て
書
面
（
書
面
、
書
類
、
文
書
、
謄
本
、
抄
本
、
正
本
、
副
本
、
複
本
そ
の
他

文
字
、
図
形
等
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
情
報
が
記
載
さ
れ
た
紙
そ
の
他
の
有
体
物
を
い

う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）で
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
又
は
想
定
さ
れ
る
も
の
（
第
五
条
第
一

項
（
第
四
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）及
び
第
八
条
第
一
項
（
第
四
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。）並
び
に
次
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。）に
つ
い
て
は
、
書
面
に
代
え
て
、
当
該
書
面
に
係

る
電
磁
的
記
録
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
十
条

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
及
び
そ
の
従
業
者
は
、
作
成
、
保
存
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
の
う

ち
、
こ
の
省
令
の
規
定
に
お
い
て
書
面
（
書
面
、
書
類
、
文
書
、
謄
本
、
抄
本
、
正
本
、
副
本
、
複
本
そ
の
他

文
字
、
図
形
等
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
情
報
が
記
載
さ
れ
た
紙
そ
の
他
の
有
体
物
を
い

う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）で
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
又
は
想
定
さ
れ
る
も
の
（
第
五
条
第
一

項
（
第
四
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）及
び
第
八
条
第
一
項
（
第
四
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。）並
び
に
次
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。）に
つ
い
て
は
、
書
面
に
代
え
て
、
当
該
書
面
に
係

る
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方

式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。）に
よ
り
行

う
こ
と
が
で
き
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て「
電
磁
的
方
法
」と
い
う
。）

に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
は
、
当
該
文
書
を

交
付
し
た
も
の
と
み
な
す
。

信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て「
電
磁
的
方
法
」と
い
う
。）

に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
は
、
当
該
文
書
を

交
付
し
た
も
の
と
み
な
す
。

（
介
護
老
人
保
健
施
設
の
人
員
、
施
設
及
び
設
備
並
び
に
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
二
十
七
条

介
護
老
人
保
健
施
設
の
人
員
、
施
設
及
び
設
備
並
び
に
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
内
容
及
び
手
続
の
説
明
及
び
同
意
）

（
内
容
及
び
手
続
の
説
明
及
び
同
意
）

第
五
条

（
略
）

第
五
条

（
略
）

２

介
護
老
人
保
健
施
設
は
、
入
所
申
込
者
又
は
そ
の
家
族
か
ら
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に

よ
る
文
書
の
交
付
に
代
え
て
、
第
五
項
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
入
所
申
込
者
又
は
そ
の
家
族
の
承
諾

を
得
て
、
当
該
文
書
に
記
す
べ
き
重
要
事
項
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の

技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
電
磁
的
方
法
」
と
い
う
。）に

よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
介
護
老
人
保
健
施
設
は
、
当
該
文
書
を
交
付
し

た
も
の
と
み
な
す
。

２

介
護
老
人
保
健
施
設
は
、
入
所
申
込
者
又
は
そ
の
家
族
か
ら
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に

よ
る
文
書
の
交
付
に
代
え
て
、
第
五
項
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
入
所
申
込
者
又
は
そ
の
家
族
の
承
諾

を
得
て
、
当
該
文
書
に
記
す
べ
き
重
要
事
項
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の

技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
電
磁
的
方
法
」
と
い
う
。）に

よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
介
護
老
人
保
健
施
設
は
、
当
該
文
書
を
交
付
し

た
も
の
と
み
な
す
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る

も
の
を
い
う
。
第
五
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。）に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。）を
も
っ
て
調
製
す
る

フ
ァ
イ
ル
に
前
項
に
規
定
す
る
重
要
事
項
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に

記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
前
項
に
規
定
す
る
重
要
事
項
を
記
録
し

た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

３
〜
６

（
略
）

３
〜
６

（
略
）

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報



（
電
磁
的
記
録
等
）

（
電
磁
的
記
録
等
）

第
五
十
一
条

介
護
老
人
保
健
施
設
及
び
そ
の
従
業
者
は
、
作
成
、保
存
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
の
う
ち
、

こ
の
省
令
の
規
定
に
お
い
て
書
面
（
書
面
、
書
類
、
文
書
、
謄
本
、
抄
本
、
正
本
、
副
本
、複
本
そ
の
他
文
字
、

図
形
等
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
情
報
が
記
載
さ
れ
た
紙
そ
の
他
の
有
体
物
を
い
う
。
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）で
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
又
は
想
定
さ
れ
る
も
の
（
第
六
条
第
一
項
（
第

五
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）及
び
第
九
条
第
一
項
（
第
五
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。）並
び
に
次
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。）に
つ
い
て
は
、
書
面
に
代
え
て
、
当
該
書
面
に
係
る
電
磁
的
記

録
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
十
一
条

介
護
老
人
保
健
施
設
及
び
そ
の
従
業
者
は
、
作
成
、保
存
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
の
う
ち
、

こ
の
省
令
の
規
定
に
お
い
て
書
面
（
書
面
、
書
類
、
文
書
、
謄
本
、
抄
本
、
正
本
、
副
本
、複
本
そ
の
他
文
字
、

図
形
等
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
情
報
が
記
載
さ
れ
た
紙
そ
の
他
の
有
体
物
を
い
う
。
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）で
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
又
は
想
定
さ
れ
る
も
の
（
第
六
条
第
一
項
（
第

五
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）及
び
第
九
条
第
一
項
（
第
五
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。）並
び
に
次
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。）に
つ
い
て
は
、
書
面
に
代
え
て
、
当
該
書
面
に
係
る
電
磁
的
記

録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ

る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。）に
よ
り
行
う
こ
と
が
で

き
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
医
薬
品
の
製
造
販
売
後
の
調
査
及
び
試
験
の
実
施
の
基
準
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
八
条

医
薬
品
の
製
造
販
売
後
の
調
査
及
び
試
験
の
実
施
の
基
準
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
七
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
使
用
成
績
調
査
）

（
使
用
成
績
調
査
）

第
六
条

（
略
）

第
六
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

製
造
販
売
業
者
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
文
書
に
よ
る
契
約
の
締
結
に
代
え
て
、
第
五
項
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
当
該
医
療
機
関
の
承
諾
を
得
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の

技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
電
磁
的
方
法
」
と
い
う
。）に

よ
り
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
製
造
販
売
業
者
等
は
、
当
該
文
書
に
よ

る
契
約
を
締
結
し
た
も
の
と
み
な
す
。

３

製
造
販
売
業
者
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
文
書
に
よ
る
契
約
の
締
結
に
代
え
て
、
第
五
項
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
当
該
医
療
機
関
の
承
諾
を
得
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の

技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
電
磁
的
方
法
」
と
い
う
。）に

よ
り
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
製
造
販
売
業
者
等
は
、
当
該
文
書
に
よ

る
契
約
を
締
結
し
た
も
の
と
み
な
す
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る

も
の
を
い
う
。）に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。）を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
前
項
の
規
定
に
よ
る
契
約
を

記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に

記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
前
項
の
規
定
に
よ
る
契
約
を
記
録
し
た

も
の
を
交
付
す
る
方
法

４
〜
７

（
略
）

４
〜
７

（
略
）

（
医
療
機
器
の
臨
床
試
験
の
実
施
の
基
準
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
九
条

医
療
機
器
の
臨
床
試
験
の
実
施
の
基
準
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
実
施
医
療
機
関
の
長
へ
の
文
書
の
事
前
提
出
）

（
実
施
医
療
機
関
の
長
へ
の
文
書
の
事
前
提
出
）

第
十
条

（
略
）

第
十
条

（
略
）

２

治
験
の
依
頼
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
文
書
の
提
出
に
代
え
て
、
第
四
項
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
実
施
医
療
機
関
の
長
の
承
諾
を
得
て
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
文
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る

も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
電
磁
的
方
法
」
と
い
う
。）に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
当
該
治
験
の
依
頼
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
文
書
を
提
出
し
た
も
の
と
み
な
す
。

２

治
験
の
依
頼
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
文
書
の
提
出
に
代
え
て
、
第
四
項
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
実
施
医
療
機
関
の
長
の
承
諾
を
得
て
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
文
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る

も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
電
磁
的
方
法
」
と
い
う
。）に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
当
該
治
験
の
依
頼
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
文
書
を
提
出
し
た
も
の
と
み
な
す
。

一

（
略
）

一

（
略
）

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



二

電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る

も
の
を
い
う
。）に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
第
十
二
条
第
二
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。）を
も
っ
て
調
製
す

る
フ
ァ
イ
ル
に
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に

記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
録
し
た

も
の
を
交
付
す
る
方
法

３
〜
５

（
略
）

３
〜
５

（
略
）

（
業
務
の
委
託
）

（
業
務
の
委
託
）

第
十
二
条

（
略
）

第
十
二
条

（
略
）

２

治
験
の
依
頼
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
文
書
に
よ
る
契
約
の
締
結
に
代
え
て
、
第
四
項

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
項
の
受
託
者
の
承
諾
を
得
て
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
内
容
と
す
る
契
約

を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ

る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
電
磁
的
方
法
」
と
い
う
。）に
よ
り
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
当
該
治
験
の
依
頼
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、当
該
文
書
に
よ
る
契
約
を
締
結
し
た
も
の
と
み
な
す
。

２

治
験
の
依
頼
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
文
書
に
よ
る
契
約
の
締
結
に
代
え
て
、
第
四
項

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
項
の
受
託
者
の
承
諾
を
得
て
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
内
容
と
す
る
契
約

を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ

る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
電
磁
的
方
法
」
と
い
う
。）に
よ
り
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
当
該
治
験
の
依
頼
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、当
該
文
書
に
よ
る
契
約
を
締
結
し
た
も
の
と
み
な
す
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

電
磁
的
記
録
媒
体
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
前
項
の
規
定
に
よ
る
契
約
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付

す
る
方
法

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に

記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
録
し
た

も
の
を
交
付
す
る
方
法

３
〜
５

（
略
）

３
〜
５

（
略
）

（
医
療
機
器
の
製
造
販
売
後
の
調
査
及
び
試
験
の
実
施
の
基
準
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
三
十
条

医
療
機
器
の
製
造
販
売
後
の
調
査
及
び
試
験
の
実
施
の
基
準
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
使
用
成
績
調
査
）

（
使
用
成
績
調
査
）

第
六
条

（
略
）

第
六
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

製
造
販
売
業
者
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
文
書
に
よ
る
契
約
の
締
結
に
代
え
て
、
第
五
項
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
当
該
医
療
機
関
の
承
諾
を
得
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の

技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
電
磁
的
方
法
」
と
い
う
。）に

よ
り
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
製
造
販
売
業
者
等
は
、
当
該
文
書
に
よ

る
契
約
を
締
結
し
た
も
の
と
み
な
す
。

３

製
造
販
売
業
者
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
文
書
に
よ
る
契
約
の
締
結
に
代
え
て
、
第
五
項
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
当
該
医
療
機
関
の
承
諾
を
得
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の

技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
電
磁
的
方
法
」
と
い
う
。）に

よ
り
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
製
造
販
売
業
者
等
は
、
当
該
文
書
に
よ

る
契
約
を
締
結
し
た
も
の
と
み
な
す
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る

も
の
を
い
う
。）に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。）を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
前
項
の
規
定
に
よ
る
契
約
を

記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に

記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
前
項
の
規
定
に
よ
る
契
約
を
記
録
し
た

も
の
を
交
付
す
る
方
法

４
〜
７

（
略
）

４
〜
７

（
略
）
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（
厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
三
十
一
条

厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
電
磁
的
記
録
に
よ
る
保
存
）

（
電
磁
的
記
録
に
よ
る
保
存
）

第
四
条

民
間
事
業
者
等
が
、
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
別
表
第
一
の
一
及
び
二
の
表
の
上
欄
に
掲

げ
る
法
令
の
こ
れ
ら
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
書
面
の
保
存
に
代
え
て
当
該
書
面
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
保
存
を

行
う
場
合
並
び
に
別
表
第
一
の
四
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
法
令
の
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
電
磁
的
記
録
に
よ
る

保
存
を
行
う
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
条

民
間
事
業
者
等
が
、
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
別
表
第
一
の
一
及
び
二
の
表
の
上
欄
に
掲

げ
る
法
令
の
こ
れ
ら
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
書
面
の
保
存
に
代
え
て
当
該
書
面
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
保
存
を

行
う
場
合
並
び
に
別
表
第
一
の
四
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
法
令
の
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
電
磁
的
記
録
に
よ
る

保
存
を
行
う
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

作
成
さ
れ
た
電
磁
的
記
録
を
民
間
事
業
者
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は

電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル

に
よ
り
保
存
す
る
方
法

一

作
成
さ
れ
た
電
磁
的
記
録
を
民
間
事
業
者
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は

磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記
録

し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
（
以
下
「
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
」
と
い
う
。）を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
よ

り
保
存
す
る
方
法

二

書
面
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
を
ス
キ
ャ
ナ
（
こ
れ
に
準
ず
る
画
像
読
取
装
置
を
含
む
。）に
よ
り
読
み

取
っ
て
で
き
た
電
磁
的
記
録
を
民
間
事
業
者
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は

電
磁
的
記
録
媒
体
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
よ
り
保
存
す
る
方
法

二

書
面
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
を
ス
キ
ャ
ナ
（
こ
れ
に
準
ず
る
画
像
読
取
装
置
を
含
む
。）に
よ
り
読
み

取
っ
て
で
き
た
電
磁
的
記
録
を
民
間
事
業
者
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は

磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
よ
り
保
存
す
る
方
法

２
〜
５

（
略
）

２
〜
５

（
略
）

（
電
磁
的
記
録
に
よ
る
作
成
）

（
電
磁
的
記
録
に
よ
る
作
成
）

第
六
条

民
間
事
業
者
等
が
、
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
法
令
の
同
表

の
下
欄
に
掲
げ
る
書
面
の
作
成
に
代
え
て
当
該
書
面
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
作
成
を
行
う
場
合
は
、
民
間
事
業

者
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法
又
は
電
磁
的
記
録
媒
体
を
も
っ

て
調
製
す
る
方
法
に
よ
り
作
成
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
条

民
間
事
業
者
等
が
、
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
法
令
の
同
表

の
下
欄
に
掲
げ
る
書
面
の
作
成
に
代
え
て
当
該
書
面
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
作
成
を
行
う
場
合
は
、
民
間
事
業

者
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
を
も
っ

て
調
製
す
る
方
法
に
よ
り
作
成
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
電
磁
的
記
録
に
よ
る
交
付
等
）

（
電
磁
的
記
録
に
よ
る
交
付
等
）

第
十
一
条

民
間
事
業
者
等
が
、
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
別
表
第
四
の
一
及
び
二
の
表
の
上
欄
に

掲
げ
る
法
令
の
こ
れ
ら
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
書
面
の
交
付
等
に
代
え
て
当
該
書
面
に
係
る
電
磁
的
記
録
に
記

録
さ
れ
て
い
る
事
項
の
交
付
等
を
行
う
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
一
条

民
間
事
業
者
等
が
、
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
別
表
第
四
の
一
及
び
二
の
表
の
上
欄
に

掲
げ
る
法
令
の
こ
れ
ら
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
書
面
の
交
付
等
に
代
え
て
当
該
書
面
に
係
る
電
磁
的
記
録
に
記

録
さ
れ
て
い
る
事
項
の
交
付
等
を
行
う
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

電
磁
的
記
録
媒
体
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付

す
る
方
法

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付

す
る
方
法

２

（
略
）

２

（
略
）

（
監
事
の
意
見
書
）

（
監
事
の
意
見
書
）

第
十
三
条

別
表
第
五
の
上
欄
に
掲
げ
る
法
令
に
基
づ
く
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
電
磁
的
記
録
は
、
同
表
の
下
欄

に
掲
げ
る
規
定
に
よ
る
添
付
を
行
う
べ
き
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
電
磁

的
記
録
媒
体
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
も
の
と
す
る
。

第
十
三
条

別
表
第
五
の
上
欄
に
掲
げ
る
法
令
に
基
づ
く
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
電
磁
的
記
録
は
、
同
表
の
下
欄

に
掲
げ
る
規
定
に
よ
る
添
付
を
行
う
べ
き
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
磁
気

デ
ィ
ス
ク
等
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
も
の
と
す
る
。

（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
三
十
二
条

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
内
容
及
び
手
続
の
説
明
及
び
同
意
）

（
内
容
及
び
手
続
の
説
明
及
び
同
意
）

第
三
条
の
七

（
略
）

第
三
条
の
七

（
略
）

２

指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事
業
者
は
、
利
用
申
込
者
又
は
そ
の
家
族
か
ら
の
申
出
が

あ
っ
た
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
文
書
の
交
付
に
代
え
て
、
第
五
項
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該

利
用
申
込
者
又
は
そ
の
家
族
の
承
諾
を
得
て
、
当
該
文
書
に
記
す
べ
き
重
要
事
項
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使

２

指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事
業
者
は
、
利
用
申
込
者
又
は
そ
の
家
族
か
ら
の
申
出
が

あ
っ
た
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
文
書
の
交
付
に
代
え
て
、
第
五
項
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該

利
用
申
込
者
又
は
そ
の
家
族
の
承
諾
を
得
て
、
当
該
文
書
に
記
す
べ
き
重
要
事
項
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
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一

（
略
）

一

（
略
）

二

電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る

も
の
を
い
う
。
第
百
八
十
三
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。）に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。）を
も
っ
て
調
製
す
る

フ
ァ
イ
ル
に
前
項
に
規
定
す
る
重
要
事
項
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に

記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
前
項
に
規
定
す
る
重
要
事
項
を
記
録
し

た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

３
〜
６

（
略
）

３
〜
６

（
略
）

（
電
磁
的
記
録
等
）

（
電
磁
的
記
録
等
）

第
百
八
十
三
条

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
及
び
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
当
た
る
者

は
、
作
成
、
保
存
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
の
う
ち
、
こ
の
省
令
の
規
定
に
お
い
て
書
面
（
書
面
、書
類
、

文
書
、
謄
本
、
抄
本
、
正
本
、
副
本
、
複
本
そ
の
他
文
字
、
図
形
等
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で

き
る
情
報
が
記
載
さ
れ
た
紙
そ
の
他
の
有
体
物
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）で
行
う
こ
と
が
規
定

さ
れ
て
い
る
又
は
想
定
さ
れ
る
も
の
（
第
三
条
の
十
第
一
項
（
第
十
八
条
、
第
三
十
七
条
、第
三
十
七
条
の
三
、

第
四
十
条
の
十
六
、
第
六
十
一
条
、
第
八
十
八
条
、
第
百
八
条
、
第
百
二
十
九
条
、
第
百
五
十
七
条
、
第
百
六

十
九
条
及
び
第
百
八
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
九
十
五
条
第
一
項
、
第
百
十
六
条
第
一

項
及
び
第
百
三
十
五
条
第
一
項
（
第
百
六
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）並
び
に
次
項
に
規
定
す

る
も
の
を
除
く
。）に
つ
い
て
は
、
書
面
に
代
え
て
、
当
該
書
面
に
係
る
電
磁
的
記
録
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き

る
。

第
百
八
十
三
条

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
及
び
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
当
た
る
者

は
、
作
成
、
保
存
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
の
う
ち
、
こ
の
省
令
の
規
定
に
お
い
て
書
面
（
書
面
、書
類
、

文
書
、
謄
本
、
抄
本
、
正
本
、
副
本
、
複
本
そ
の
他
文
字
、
図
形
等
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で

き
る
情
報
が
記
載
さ
れ
た
紙
そ
の
他
の
有
体
物
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）で
行
う
こ
と
が
規
定

さ
れ
て
い
る
又
は
想
定
さ
れ
る
も
の
（
第
三
条
の
十
第
一
項
（
第
十
八
条
、
第
三
十
七
条
、第
三
十
七
条
の
三
、

第
四
十
条
の
十
六
、
第
六
十
一
条
、
第
八
十
八
条
、
第
百
八
条
、
第
百
二
十
九
条
、
第
百
五
十
七
条
、
第
百
六

十
九
条
及
び
第
百
八
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
九
十
五
条
第
一
項
、
第
百
十
六
条
第
一

項
及
び
第
百
三
十
五
条
第
一
項
（
第
百
六
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）並
び
に
次
項
に
規
定
す

る
も
の
を
除
く
。）に
つ
い
て
は
、
書
面
に
代
え
て
、
当
該
書
面
に
係
る
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的

方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計

算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。）に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
「
電
磁
的
方
法
」
と
い
う
。）に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
指
定
定
期

巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事
業
者
は
、
当
該
文
書
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
す
。

用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
「
電
磁
的
方
法
」
と
い
う
。）に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
指
定
定
期

巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事
業
者
は
、
当
該
文
書
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
す
。

（
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
三
十
三
条

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
五
号
）
の
一
部

を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
内
容
及
び
手
続
の
説
明
及
び
同
意
）

（
内
容
及
び
手
続
の
説
明
及
び
同
意
）

第
四
十
九
条
の
二

（
略
）

第
四
十
九
条
の
二

（
略
）

２

指
定
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
事
業
者
は
、利
用
申
込
者
又
は
そ
の
家
族
か
ら
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、

前
項
の
規
定
に
よ
る
文
書
の
交
付
に
代
え
て
、
第
五
項
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
利
用
申
込
者
又
は
そ

の
家
族
の
承
諾
を
得
て
、
当
該
文
書
に
記
す
べ
き
重
要
事
項
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他

の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て「
電
磁
的
方
法
」

と
い
う
。）に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
指
定
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
事

業
者
は
、
当
該
文
書
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
す
。

２

指
定
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
事
業
者
は
、利
用
申
込
者
又
は
そ
の
家
族
か
ら
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、

前
項
の
規
定
に
よ
る
文
書
の
交
付
に
代
え
て
、
第
五
項
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
利
用
申
込
者
又
は
そ

の
家
族
の
承
諾
を
得
て
、
当
該
文
書
に
記
す
べ
き
重
要
事
項
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他

の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て「
電
磁
的
方
法
」

と
い
う
。）に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
指
定
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
事

業
者
は
、
当
該
文
書
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
す
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る

も
の
を
い
う
。
第
二
百
九
十
三
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。）に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。）を
も
っ
て
調
製
す

る
フ
ァ
イ
ル
に
前
項
に
規
定
す
る
重
要
事
項
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に

記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
前
項
に
規
定
す
る
重
要
事
項
を
記
録
し

た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

３
〜
６

（
略
）

３
〜
６

（
略
）

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報



（
電
磁
的
記
録
等
）

（
電
磁
的
記
録
等
）

第
二
百
九
十
三
条

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
当
た
る
者
は
、

作
成
、
保
存
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
の
う
ち
、
こ
の
省
令
の
規
定
に
お
い
て
書
面
（
書
面
、
書
類
、
文

書
、
謄
本
、
抄
本
、
正
本
、
副
本
、
複
本
そ
の
他
文
字
、
図
形
等
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き

る
情
報
が
記
載
さ
れ
た
紙
そ
の
他
の
有
体
物
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）で
行
う
こ
と
が
規
定
さ

れ
て
い
る
又
は
想
定
さ
れ
る
も
の
（
第
四
十
九
条
の
五
第
一
項
（
第
六
十
一
条
、
第
七
十
四
条
、第
八
十
四
条
、

第
九
十
三
条
、
第
百
二
十
三
条
、
第
百
四
十
二
条
（
第
百
五
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第

百
六
十
六
条
、
第
百
八
十
五
条
、
第
百
九
十
五
条
（
第
二
百
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
二

百
四
十
五
条
、
第
二
百
六
十
二
条
、
第
二
百
七
十
六
条
、
第
二
百
八
十
条
及
び
第
二
百
八
十
九
条
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。）及
び
第
二
百
三
十
七
条
第
一
項
（
第
二
百
六
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。）並
び
に
次
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。）に
つ
い
て
は
、
書
面
に
代
え
て
、
当
該
書
面
に
係
る
電
磁
的
記

録
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
百
九
十
三
条

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
当
た
る
者
は
、

作
成
、
保
存
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
の
う
ち
、
こ
の
省
令
の
規
定
に
お
い
て
書
面
（
書
面
、
書
類
、
文

書
、
謄
本
、
抄
本
、
正
本
、
副
本
、
複
本
そ
の
他
文
字
、
図
形
等
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き

る
情
報
が
記
載
さ
れ
た
紙
そ
の
他
の
有
体
物
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）で
行
う
こ
と
が
規
定
さ

れ
て
い
る
又
は
想
定
さ
れ
る
も
の
（
第
四
十
九
条
の
五
第
一
項
（
第
六
十
一
条
、
第
七
十
四
条
、第
八
十
四
条
、

第
九
十
三
条
、
第
百
二
十
三
条
、
第
百
四
十
二
条
（
第
百
五
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第

百
六
十
六
条
、
第
百
八
十
五
条
、
第
百
九
十
五
条
（
第
二
百
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
二

百
四
十
五
条
、
第
二
百
六
十
二
条
、
第
二
百
七
十
六
条
、
第
二
百
八
十
条
及
び
第
二
百
八
十
九
条
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。）及
び
第
二
百
三
十
七
条
第
一
項
（
第
二
百
六
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。）並
び
に
次
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。）に
つ
い
て
は
、
書
面
に
代
え
て
、
当
該
書
面
に
係
る
電
磁
的
記

録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ

る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。）に
よ
り
行
う
こ
と
が
で

き
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
三
十
四
条

指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第

三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
内
容
及
び
手
続
の
説
明
及
び
同
意
）

（
内
容
及
び
手
続
の
説
明
及
び
同
意
）

第
十
一
条

（
略
）

第
十
一
条

（
略
）

２

指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
者
は
、
利
用
申
込
者
又
は
そ
の
家
族
か
ら
の
申
出
が
あ
っ
た

場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
文
書
の
交
付
に
代
え
て
、
第
五
項
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
利
用
申

込
者
又
は
そ
の
家
族
の
承
諾
を
得
て
、
当
該
文
書
に
記
す
べ
き
重
要
事
項
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る

方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て「
電

磁
的
方
法
」
と
い
う
。）に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
指
定
介
護
予
防
認
知

症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
者
は
、
当
該
文
書
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
す
。

２

指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
者
は
、
利
用
申
込
者
又
は
そ
の
家
族
か
ら
の
申
出
が
あ
っ
た

場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
文
書
の
交
付
に
代
え
て
、
第
五
項
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
利
用
申

込
者
又
は
そ
の
家
族
の
承
諾
を
得
て
、
当
該
文
書
に
記
す
べ
き
重
要
事
項
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る

方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て「
電

磁
的
方
法
」
と
い
う
。）に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
指
定
介
護
予
防
認
知

症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
者
は
、
当
該
文
書
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
す
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る

も
の
を
い
う
。
第
九
十
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。）に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。）を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ

イ
ル
に
前
項
に
規
定
す
る
重
要
事
項
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に

記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
前
項
に
規
定
す
る
重
要
事
項
を
記
録
し

た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

３
〜
６

（
略
）

３
〜
６

（
略
）

（
電
磁
的
記
録
等
）

（
電
磁
的
記
録
等
）

第
九
十
条

指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
及
び
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

に
当
た
る
者
は
、
作
成
、
保
存
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
の
う
ち
、こ
の
省
令
の
規
定
に
お
い
て
書
面（
書

面
、
書
類
、
文
書
、
謄
本
、
抄
本
、
正
本
、
副
本
、
複
本
そ
の
他
文
字
、
図
形
等
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
認
識
す

る
こ
と
が
で
き
る
情
報
が
記
載
さ
れ
た
紙
そ
の
他
の
有
体
物
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）で
行
う

第
九
十
条

指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
及
び
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

に
当
た
る
者
は
、
作
成
、
保
存
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
の
う
ち
、こ
の
省
令
の
規
定
に
お
い
て
書
面（
書

面
、
書
類
、
文
書
、
謄
本
、
抄
本
、
正
本
、
副
本
、
複
本
そ
の
他
文
字
、
図
形
等
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
認
識
す

る
こ
と
が
で
き
る
情
報
が
記
載
さ
れ
た
紙
そ
の
他
の
有
体
物
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）で
行
う

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



２

（
略
）

２

（
略
）

こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
又
は
想
定
さ
れ
る
も
の
（
第
十
四
条
第
一
項
（
第
六
十
四
条
及
び
第
八
十
五
条
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）及
び
第
七
十
五
条
第
一
項
並
び
に
次
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。）に
つ
い
て

は
、
書
面
に
代
え
て
、
当
該
書
面
に
係
る
電
磁
的
記
録
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
又
は
想
定
さ
れ
る
も
の
（
第
十
四
条
第
一
項
（
第
六
十
四
条
及
び
第
八
十
五
条
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）及
び
第
七
十
五
条
第
一
項
並
び
に
次
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。）に
つ
い
て

は
、
書
面
に
代
え
て
、
当
該
書
面
に
係
る
電
磁
的
記
録（
電
子
的
方
式
、磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ

て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に

供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。）に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
指
定
介
護
予
防
支
援
等
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
並
び
に
指
定
介
護
予
防
支
援
等
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
三
十
五
条

指
定
介
護
予
防
支
援
等
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
並
び
に
指
定
介
護
予
防
支
援
等
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
内
容
及
び
手
続
の
説
明
及
び
同
意
）

（
内
容
及
び
手
続
の
説
明
及
び
同
意
）

第
四
条

（
略
）

第
四
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
は
、
利
用
申
込
者
又
は
そ
の
家
族
か
ら
申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
文
書
の
交
付
に
代
え
て
、
第
七
項
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
利
用
申
込
者
又
は
そ
の
家
族

の
承
諾
を
得
て
、
当
該
文
書
に
記
す
べ
き
重
要
事
項
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報

通
信
の
技
術
を
使
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
電
磁
的
方
法
」
と
い

う
。）に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
は
、
当
該

文
書
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
す
。

４

指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
は
、
利
用
申
込
者
又
は
そ
の
家
族
か
ら
申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
文
書
の
交
付
に
代
え
て
、
第
七
項
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
利
用
申
込
者
又
は
そ
の
家
族

の
承
諾
を
得
て
、
当
該
文
書
に
記
す
べ
き
重
要
事
項
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報

通
信
の
技
術
を
使
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
電
磁
的
方
法
」
と
い

う
。）に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
は
、
当
該

文
書
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
す
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る

も
の
を
い
う
。
第
三
十
三
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。）に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。）を
も
っ
て
調
製
す
る

フ
ァ
イ
ル
に
第
一
項
に
規
定
す
る
重
要
事
項
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に

記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
第
一
項
に
規
定
す
る
重
要
事
項
を
記
録

し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

５
〜
８

（
略
）

５
〜
８

（
略
）

（
電
磁
的
記
録
等
）

（
電
磁
的
記
録
等
）

第
三
十
三
条

指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
及
び
指
定
介
護
予
防
支
援
の
提
供
に
当
た
る
者
は
、
作
成
、
保
存
そ

の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
の
う
ち
、
こ
の
省
令
の
規
定
に
お
い
て
書
面
（
書
面
、
書
類
、
文
書
、
謄
本
、
抄

本
、
正
本
、
副
本
、
複
本
そ
の
他
文
字
、
図
形
等
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
情
報
が
記
載

さ
れ
た
紙
そ
の
他
の
有
体
物
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）で
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
又
は

想
定
さ
れ
る
も
の
（
第
七
条
（
第
三
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）及
び
第
三
十
条
第
二
十
六
号

（
第
三
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）並
び
に
次
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。）に
つ
い
て
は
、

書
面
に
代
え
て
、
当
該
書
面
に
係
る
電
磁
的
記
録
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
三
条

指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
及
び
指
定
介
護
予
防
支
援
の
提
供
に
当
た
る
者
は
、
作
成
、
保
存
そ

の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
の
う
ち
、
こ
の
省
令
の
規
定
に
お
い
て
書
面
（
書
面
、
書
類
、
文
書
、
謄
本
、
抄

本
、
正
本
、
副
本
、
複
本
そ
の
他
文
字
、
図
形
等
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
情
報
が
記
載

さ
れ
た
紙
そ
の
他
の
有
体
物
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）で
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
又
は

想
定
さ
れ
る
も
の
（
第
七
条
（
第
三
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）及
び
第
三
十
条
第
二
十
六
号

（
第
三
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）並
び
に
次
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。）に
つ
い
て
は
、

書
面
に
代
え
て
、
当
該
書
面
に
係
る
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て

は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供

さ
れ
る
も
の
を
い
う
。）に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）
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（
特
定
健
康
診
査
及
び
特
定
保
健
指
導
の
実
施
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
三
十
六
条

特
定
健
康
診
査
及
び
特
定
保
健
指
導
の
実
施
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
九
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
五
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
特
定
健
康
診
査
等
に
関
す
る
記
録
の
送
付
）

（
特
定
健
康
診
査
等
に
関
す
る
記
録
の
送
付
）

第
十
二
条

他
の
保
険
者
の
加
入
者
に
対
し
特
定
健
康
診
査
等
を
行
っ
た
保
険
者
は
、
法
第
二
十
六
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
当
該
特
定
健
康
診
査
等
に
関
す
る
記
録
を
当
該
特
定
健
康
診
査
等
を
受
け
た
者
が
現
に
加
入
す
る

他
の
保
険
者
に
送
付
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
電
磁
的
方
法
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
当
該
特
定
健
康
診
査
等
に
関
す

る
記
録
を
記
録
し
た
光
デ
ィ
ス
ク
を
送
付
す
る
方
法
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

第
十
二
条

他
の
保
険
者
の
加
入
者
に
対
し
特
定
健
康
診
査
等
を
行
っ
た
保
険
者
は
、
法
第
二
十
六
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
当
該
特
定
健
康
診
査
等
に
関
す
る
記
録
を
当
該
特
定
健
康
診
査
等
を
受
け
た
者
が
現
に
加
入
す
る

他
の
保
険
者
に
送
付
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
電
磁
的
方
法
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
当
該
特
定
健
康
診
査
等
に
関
す

る
記
録
を
記
録
し
た
光
デ
ィ
ス
ク
又
は
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
（
以
下
「
光
デ
ィ
ス
ク
等
」
と
い
う
。）を
送

付
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
他
の
保
険
者
が
行
う
記
録
の
写
し
の
提
供
）

（
他
の
保
険
者
が
行
う
記
録
の
写
し
の
提
供
）

第
十
三
条

（
略
）

第
十
三
条

（
略
）

２

法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
健
康
診
査
等
に
関
す
る
記
録
の
写
し
の
提
供
を
求
め
ら
れ
た
他

の
保
険
者
は
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
記
録
の
写
し
を
提
供
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
電
子
情
報
処
理

組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
、
電
磁
的
方
法
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
当

該
特
定
健
康
診
査
等
に
関
す
る
記
録
を
記
録
し
た
光
デ
ィ
ス
ク
を
送
付
す
る
方
法
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ

り
行
う
も
の
と
す
る
。

２

法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
健
康
診
査
等
に
関
す
る
記
録
の
写
し
の
提
供
を
求
め
ら
れ
た
他

の
保
険
者
は
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
記
録
の
写
し
を
提
供
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
電
子
情
報
処
理

組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
、
電
磁
的
方
法
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
当

該
特
定
健
康
診
査
等
に
関
す
る
記
録
を
記
録
し
た
光
デ
ィ
ス
ク
等
を
送
付
す
る
方
法
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に

よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

３

（
略
）

３

（
略
）

（
事
業
者
等
が
行
う
記
録
の
写
し
の
提
供
）

（
事
業
者
等
が
行
う
記
録
の
写
し
の
提
供
）

第
十
四
条

（
略
）

第
十
四
条

（
略
）

２

法
第
二
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
健
康
診
断
に
関
す
る
記
録
の
写
し
の
提
供
を
求
め
ら
れ
た
事
業
者
等

は
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
記
録
の
写
し
を
提
供
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
電
磁
的
方
法
に
よ
り
作
成

さ
れ
た
当
該
健
康
診
断
に
関
す
る
記
録
を
記
録
し
た
光
デ
ィ
ス
ク
を
送
付
す
る
方
法
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に

よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２

法
第
二
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
健
康
診
断
に
関
す
る
記
録
の
写
し
の
提
供
を
求
め
ら
れ
た
事
業
者
等

は
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
記
録
の
写
し
を
提
供
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
電
磁
的
方
法
に
よ
り
作
成

さ
れ
た
当
該
健
康
診
断
に
関
す
る
記
録
を
記
録
し
た
光
デ
ィ
ス
ク
等
を
送
付
す
る
方
法
そ
の
他
の
適
切
な
方
法

に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
三
十
七
条

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
七
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
入
所
申
込
者
等
に
対
す
る
説
明
等
）

（
入
所
申
込
者
等
に
対
す
る
説
明
等
）

第
十
二
条

（
略
）

第
十
二
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
は
、
入
所
申
込
者
又
は
そ
の
家
族
か
ら
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
文
書
の
交
付
に
代
え
て
、
第
六
項
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
入
所
申
込
者
又
は
そ
の
家
族
の
承
諾

を
得
て
、
当
該
文
書
に
記
す
べ
き
重
要
事
項
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の

技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
電
磁
的
方
法
」
と
い
う
。）に

よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
は
、
当
該
文
書
を
交
付
し
た

も
の
と
み
な
す
。

３

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
は
、
入
所
申
込
者
又
は
そ
の
家
族
か
ら
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
文
書
の
交
付
に
代
え
て
、
第
六
項
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
入
所
申
込
者
又
は
そ
の
家
族
の
承
諾

を
得
て
、
当
該
文
書
に
記
す
べ
き
重
要
事
項
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の

技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
電
磁
的
方
法
」
と
い
う
。）に

よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
は
、
当
該
文
書
を
交
付
し
た

も
の
と
み
な
す
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る

も
の
を
い
う
。
第
四
十
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。）に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。）を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ

イ
ル
に
第
一
項
の
重
要
事
項
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に

記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
第
一
項
の
重
要
事
項
を
記
録
し
た
も
の

を
交
付
す
る
方
法

４
〜
７

（
略
）

４
〜
７

（
略
）

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



（
電
磁
的
記
録
等
）

（
電
磁
的
記
録
等
）

第
四
十
条

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
及
び
そ
の
職
員
は
、
作
成
、
交
付
、保
存
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
の
う
ち
、

こ
の
省
令
の
規
定
に
お
い
て
書
面
（
書
面
、
書
類
、
文
書
、
謄
本
、
抄
本
、
正
本
、
副
本
、複
本
そ
の
他
文
字
、

図
形
等
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
情
報
が
記
載
さ
れ
た
紙
そ
の
他
の
有
体
物
を
い
う
。
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）で
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
又
は
想
定
さ
れ
る
も
の
（
次
項
に
規
定
す
る
も

の
を
除
く
。）に
つ
い
て
は
、
書
面
に
代
え
て
、
当
該
書
面
に
係
る
電
磁
的
記
録
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
十
条

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
及
び
そ
の
職
員
は
、
作
成
、
交
付
、保
存
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
の
う
ち
、

こ
の
省
令
の
規
定
に
お
い
て
書
面
（
書
面
、
書
類
、
文
書
、
謄
本
、
抄
本
、
正
本
、
副
本
、複
本
そ
の
他
文
字
、

図
形
等
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
情
報
が
記
載
さ
れ
た
紙
そ
の
他
の
有
体
物
を
い
う
。
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）で
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
又
は
想
定
さ
れ
る
も
の
（
次
項
に
規
定
す
る
も

の
を
除
く
。）に
つ
い
て
は
、
書
面
に
代
え
て
、
当
該
書
面
に
係
る
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式

そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機

に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。）に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
再
生
医
療
等
製
品
の
臨
床
試
験
の
実
施
の
基
準
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
三
十
八
条

再
生
医
療
等
製
品
の
臨
床
試
験
の
実
施
の
基
準
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
八
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
実
施
医
療
機
関
の
長
へ
の
文
書
の
事
前
提
出
）

（
実
施
医
療
機
関
の
長
へ
の
文
書
の
事
前
提
出
）

第
十
条

（
略
）

第
十
条

（
略
）

２

治
験
の
依
頼
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
文
書
の
提
出
に
代
え
て
、
第
四
項
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
実
施
医
療
機
関
の
長
の
承
諾
を
得
て
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
文
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る

も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
電
磁
的
方
法
」
と
い
う
。）に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
当
該
治
験
の
依
頼
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
文
書
を
提
出
し
た
も
の
と
み
な
す
。

２

治
験
の
依
頼
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
文
書
の
提
出
に
代
え
て
、
第
四
項
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
実
施
医
療
機
関
の
長
の
承
諾
を
得
て
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
文
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る

も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
電
磁
的
方
法
」
と
い
う
。）に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
当
該
治
験
の
依
頼
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
文
書
を
提
出
し
た
も
の
と
み
な
す
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る

も
の
を
い
う
。）に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
第
十
二
条
第
二
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。）を
も
っ
て
調
製
す

る
フ
ァ
イ
ル
に
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に

記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
録
し
た

も
の
を
交
付
す
る
方
法

３
〜
５

（
略
）

３
〜
５

（
略
）

（
業
務
の
委
託
）

（
業
務
の
委
託
）

第
十
二
条

（
略
）

第
十
二
条

（
略
）

２

治
験
の
依
頼
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
文
書
に
よ
る
契
約
の
締
結
に
代
え
て
、
第
四
項

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
項
の
受
託
者
の
承
諾
を
得
て
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
内
容
と
す
る
契
約

を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ

る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
電
磁
的
方
法
」
と
い
う
。）に
よ
り
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
当
該
治
験
の
依
頼
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
文
書
に
よ
る
契
約
の
締
結
を
し
た
も
の
と
み
な

す
。

２

治
験
の
依
頼
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
文
書
に
よ
る
契
約
の
締
結
に
代
え
て
、
第
四
項

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
項
の
受
託
者
の
承
諾
を
得
て
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
内
容
と
す
る
契
約

を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ

る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
電
磁
的
方
法
」
と
い
う
。）に
よ
り
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
当
該
治
験
の
依
頼
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
文
書
に
よ
る
契
約
の
締
結
を
し
た
も
の
と
み
な

す
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

電
磁
的
記
録
媒
体
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付

す
る
方
法

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に

記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
録
し
た

も
の
を
交
付
す
る
方
法

３
〜
５

（
略
）

３
〜
５

（
略
）

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報



（
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
後
の
調
査
及
び
試
験
の
実
施
の
基
準
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
三
十
九
条

再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
後
の
調
査
及
び
試
験
の
実
施
の
基
準
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
九
十
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
使
用
成
績
調
査
）

（
使
用
成
績
調
査
）

第
六
条

（
略
）

第
六
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

製
造
販
売
業
者
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
文
書
に
よ
る
契
約
の
締
結
に
代
え
て
、
第
五
項
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
当
該
医
療
機
関
の
承
諾
を
得
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の

技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
電
磁
的
方
法
」
と
い
う
。）に

よ
り
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
製
造
販
売
業
者
等
は
、
当
該
文
書
に
よ

る
契
約
を
締
結
し
た
も
の
と
み
な
す
。

３

製
造
販
売
業
者
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
文
書
に
よ
る
契
約
の
締
結
に
代
え
て
、
第
五
項
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
当
該
医
療
機
関
の
承
諾
を
得
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の

技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
電
磁
的
方
法
」
と
い
う
。）に

よ
り
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
製
造
販
売
業
者
等
は
、
当
該
文
書
に
よ

る
契
約
を
締
結
し
た
も
の
と
み
な
す
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る

も
の
を
い
う
。）に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。）を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
前
項
の
規
定
に
よ
る
契
約
を

記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に

記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
前
項
の
規
定
に
よ
る
契
約
を
記
録
し
た

も
の
を
交
付
す
る
方
法

４
〜
７

（
略
）

４
〜
７

（
略
）

（
介
護
医
療
院
の
人
員
、
施
設
及
び
設
備
並
び
に
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
四
十
条

介
護
医
療
院
の
人
員
、
施
設
及
び
設
備
並
び
に
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
三
十
年
厚
生
労
働
省
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
内
容
及
び
手
続
の
説
明
及
び
同
意
）

（
内
容
及
び
手
続
の
説
明
及
び
同
意
）

第
七
条

（
略
）

第
七
条

（
略
）

２

介
護
医
療
院
は
、
入
所
申
込
者
又
は
そ
の
家
族
か
ら
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
文

書
の
交
付
に
代
え
て
、
第
五
項
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、当
該
入
所
申
込
者
又
は
そ
の
家
族
の
承
諾
を
得
て
、

当
該
文
書
に
記
す
べ
き
重
要
事
項
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利

用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
電
磁
的
方
法
」
と
い
う
。）に
よ
り
提
供

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
介
護
医
療
院
は
、当
該
文
書
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
す
。

２

介
護
医
療
院
は
、
入
所
申
込
者
又
は
そ
の
家
族
か
ら
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
文

書
の
交
付
に
代
え
て
、
第
五
項
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、当
該
入
所
申
込
者
又
は
そ
の
家
族
の
承
諾
を
得
て
、

当
該
文
書
に
記
す
べ
き
重
要
事
項
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利

用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
電
磁
的
方
法
」
と
い
う
。）に
よ
り
提
供

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
介
護
医
療
院
は
、当
該
文
書
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
す
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る

も
の
を
い
う
。
第
五
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。）に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。）を
も
っ
て
調
製
す
る

フ
ァ
イ
ル
に
前
項
に
規
定
す
る
重
要
事
項
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に

記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
前
項
に
規
定
す
る
重
要
事
項
を
記
録
し

た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

３
〜
６

（
略
）

３
〜
６

（
略
）

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



（
電
磁
的
記
録
等
）

（
電
磁
的
記
録
等
）

第
五
十
五
条

介
護
医
療
院
及
び
そ
の
従
業
者
は
、
作
成
、
保
存
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
の
う
ち
、
こ
の

省
令
の
規
定
に
お
い
て
書
面
（
書
面
、
書
類
、
文
書
、
謄
本
、
抄
本
、
正
本
、
副
本
、
複
本
そ
の
他
文
字
、
図

形
等
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
情
報
が
記
載
さ
れ
た
紙
そ
の
他
の
有
体
物
を
い
う
。
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）で
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
又
は
想
定
さ
れ
る
も
の
（
第
十
条
第
一
項
（
第
五

十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）及
び
第
十
三
条
第
一
項
（
第
五
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。）並
び
に
次
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。）に
つ
い
て
は
、
書
面
に
代
え
て
、
当
該
書
面
に
係
る
電
磁

的
記
録
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
十
五
条

介
護
医
療
院
及
び
そ
の
従
業
者
は
、
作
成
、
保
存
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
の
う
ち
、
こ
の

省
令
の
規
定
に
お
い
て
書
面
（
書
面
、
書
類
、
文
書
、
謄
本
、
抄
本
、
正
本
、
副
本
、
複
本
そ
の
他
文
字
、
図

形
等
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
情
報
が
記
載
さ
れ
た
紙
そ
の
他
の
有
体
物
を
い
う
。
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）で
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
又
は
想
定
さ
れ
る
も
の
（
第
十
条
第
一
項
（
第
五

十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）及
び
第
十
三
条
第
一
項
（
第
五
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。）並
び
に
次
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。）に
つ
い
て
は
、
書
面
に
代
え
て
、
当
該
書
面
に
係
る
電
磁

的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作

ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。）に
よ
り
行
う
こ
と

が
で
き
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
無
料
低
額
宿
泊
所
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
四
十
一
条

無
料
低
額
宿
泊
所
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
令
和
元
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
入
居
申
込
者
に
対
す
る
説
明
、
契
約
等
）

（
入
居
申
込
者
に
対
す
る
説
明
、
契
約
等
）

第
十
四
条

（
略
）

第
十
四
条

（
略
）

２
〜
６

（
略
）

２
〜
６

（
略
）

７

無
料
低
額
宿
泊
所
は
、
入
居
申
込
者
か
ら
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
文
書
の
交

付
に
代
え
て
、
第
十
項
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
入
居
申
込
者
の
承
諾
を
得
て
、
当
該
文
書
に
記
す
べ

き
重
要
事
項
及
び
第
二
項
の
事
項
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利

用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
電
磁
的
方
法
」
と
い
う
。）に
よ
り
提
供

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
無
料
低
額
宿
泊
所
は
、
当
該
文
書
を
交
付
し
た
も
の
と
み

な
す
。

７

無
料
低
額
宿
泊
所
は
、
入
居
申
込
者
か
ら
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
文
書
の
交

付
に
代
え
て
、
第
十
項
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
入
居
申
込
者
の
承
諾
を
得
て
、
当
該
文
書
に
記
す
べ

き
重
要
事
項
及
び
第
二
項
の
事
項
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利

用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
電
磁
的
方
法
」
と
い
う
。）に
よ
り
提
供

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
無
料
低
額
宿
泊
所
は
、
当
該
文
書
を
交
付
し
た
も
の
と
み

な
す
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も

の
を
い
う
。）に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。）を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
第
一
項
の
重
要
事
項
及
び
第
二

項
の
事
項
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に

記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
第
一
項
の
重
要
事
項
及
び
第
二
項
の
事

項
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

８
〜
11

（
略
）

８
〜
11

（
略
）

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報
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